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は
じ
め
に

　

二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
、
国
民
投
票
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
が
決
定
し
た
。
既
に
イ
ギ
リ
ス
は
Ｅ
Ｕ
に
離
脱
す
る
旨
を
通

知
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
、
Ｅ
Ｕ
間
の
協
定
締
結
に
よ
り
脱
退
が
完
了
す
る

（
１
）。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
は
様
々
な
私
法
領
域

に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
会
社
法
も
そ
の
影
響
と
無
縁
で
は
な
い

（
２
）。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際

会
社
法
に
与
え
る
影
響
の
一
つ
と
し
て
、
以
下
の
問
題
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
を
設
立
地
と
す
る
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
変
更
の
問
題

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

擬
似
外
国
会
社
と
は
、
設
立
地
と
は
異
な
る
国
を
本
拠
地
と
し
、
専
ら
本
拠
地
に
お
い
て
事
業
活
動
を
展
開
す
る
会
社
で
あ
る
。
擬
似

外
国
会
社
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
会
社
の
設
立
基
準
が
各
国
の
国
内
法
に
応
じ
て
異
な
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
例
え
ば
、
Ａ
国
法
上

の
会
社
の
設
立
基
準
（
最
低
資
本
金
等
）
が
Ｂ
国
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
厳
し
い
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
会
社
を
こ
れ
か
ら
設
立
し
よ
う
と

す
る
者
が
、
Ａ
国
に
お
け
る
事
業
活
動
を
企
図
し
て
い
る
も
の
の
、
Ａ
国
法
上
の
会
社
の
設
立
基
準
を
容
易
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
す
れ
ば
、
会
社
の
設
立
基
準
が
よ
り
緩
や
か
な
Ｂ
国
で
会
社
を
設
立
し
た
上
で
、
Ａ
国
に
お
い
て
事
業
活
動
を
営
む
と
い
う
選
択
肢
が

現
実
的
と
な
る
。

　

ド
イ
ツ
に
は
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
（
イ
ギ
リ
ス
を
設
立
地
と
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
有
す
る
会
社
）
が
存
在
す
る
と
指
摘

さ
れ
る

（
３
）。

例
え
ば
、
航
空
会
社
のA

ir Berlin

は
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
公
開
有
限
会
社
（Public Lim

ited com
pany, PLC

）
と
し
て
設
立
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
拠
を
ド
イ
ツ
に
有
す
る

（
４
）。

ま
た
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
を
展
開
す
るM

üller

は
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
非
公
開
有
限
会
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社
（Private Lim

ited Com
pany, Ltd.

）
と
し
て
設
立
さ
れ
、N

oerr, Roxin, Raue

の
各
弁
護
士
事
務
所
は
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
有
限
責
任

事
業
組
合
（Lim

ited Liability Partnership, LLP

）
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
が
、
各
々
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
有
す
る
。

　

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
は
、
そ
の
従
属
法
（Gesellschaftsstatut

）
と
し
て
い
か
な
る
法
が

適
用
さ
れ
る
か
。
ド
イ
ツ
は
伝
統
的
に
本
拠
地
法
主
義
（Sitztheorie

）
を
採
用
し
て
き
た
が
、
現
在
は
、
法
人
の
開
業
の
自
由
に
関
す

る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
（
特
に
ユ
ー
バ
ー
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
判
決
）
の
影
響
を
受
け
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
三
年

三
月
一
三
日
判
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
つ
い
て
は
、
そ
の
従
属
法
と
し
て
設
立
準
拠
法
を
適
用

す
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
、
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
適
用
を

受
け
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
現
在
こ
の
よ
う
な
権
利
を
享
受
で
き
る
の
は
、
あ
く
ま
で
設
立
地
た
る
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
が
適
用
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
能
力
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
、
無
限
責
任
の
法
人
形
態
で

あ
る
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
と
み
な
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
、
会
社
の
従
属
法
の
決
定
基
準
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
、
非
加
盟
国
の
い
ず
れ
を
設
立
地
と
す
る
か
に

応
じ
て
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法

か
ら
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
へ
の
変
更
）
を
も
た
ら
す
。
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
、
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
上
認
め
ら
れ
て

い
た
有
限
会
社
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
あ
る
い
は
民
法
上
の
組
合
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ

ち
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
社
員
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
境
に
、
有
限
責
任
社
員
か
ら
無
限
責
任
社
員
へ
の
変
更
を
余
儀
な
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く
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、
時
際
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
を
本
拠
地
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
イ
ギ
リ

ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
も
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
主
張
さ
れ
て
い
る

（
５
）。

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離

脱
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
関
す
る
問
題
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
自
然
人
の
権
利
能
力
に

関
す
る
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
七
条
二
項
（
従
前
の
本
国
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
は
ド
イ
ツ
国
籍
の
取
得
、
喪
失
に
よ
り
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
旨
定
め
る
規
定
）
の
「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
以
降
も
三
年
間
に
限
定
し
て
イ

ギ
リ
ス
法
上
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
法
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る

（
６
）。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
変
更
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
こ
れ
ら
の

見
解
に
つ
い
て
整
理
、
検
討
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
見
解
は
、
国
際
私

法
と
時
際
法
の
関
連
性
に
関
す
る
わ
が
国
の
議
論
に
と
っ
て
も
参
考
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
自
然
人
に
関
す
る
抵
触

的
規
律
を
法
人
に
関
す
る
問
題
に
拡
張
で
き
る
か
（
自
然
人
の
行
為
能
力
に
関
す
る
法
適
用
通
則
法
第
四
条
二
項
を
法
人
の
権
利
能
力
、
代
表
権
の

効
力
の
問
題
に
類
推
適
用
す
べ
き
か
）
と
い
う
点
に
つ
き
議
論
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
会
社
の
従
属
法
の
問
題
に
援
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
は
意
義
が
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
叙
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
外
国
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
議
論
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
本
稿

は
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
議
論
を
主
た
る
検
討
対
象
と
す
る
が
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
た
る
ド
イ
ツ
の
議
論
は
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断
の
影

響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
整
理
す
る
。
続
い
て
、M

äsch/Gausing/Peters

の
見
解
、

す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
を
本
拠
地
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
も
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
た
め
に
、
自
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一

然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
す
べ
き
と
す
る
見
解
を
紹
介

す
る
。
な
お
、M

äsch/Gausing/Peters

は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
関
す
る
問
題
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、「
準

拠
法
の
変
更
（Statutenw

echsel

）」
の
問
題
（
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
区
別
に
つ
い
て
整
理
し
た
後
、
そ
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
続
い
て
、
こ
れ
と
は
対
照
的
なW

eller/

T
hom

ale/Benz
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
上
の
問

題
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
紹
介
す
る
。W

eller/T
hom

ale/Benz

は
、Bartels

の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に

本
拠
を
移
転
し
た
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
し
、
従
前
の
本
拠
地
の
法
た
る
設
立
準
拠
法
を
適
用
す
べ

き
で
あ
る
と
の
見
解
を
根
拠
と
し
て
い
る
た
め
、Bartels

の
見
解
に
つ
い
て
も
整
理
す
る
。
最
後
に
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
こ
れ
ら

の
議
論
を
前
提
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
す

べ
き
か
、
そ
れ
と
も
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
、
国
家
体
制
の
変

動
に
伴
う
適
法
法
規
の
変
更
と
の
異
同
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
た
、
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民

法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
適
用
範
囲
を
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
ま
で
拡
張
す
る
場
合
に
お
け
る
「
取
引
の
保
護
」、「
既
得
権
の
保

護
」
の
概
念
、
お
よ
び
、
同
じ
く
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
規
律
対
象
と
す
る
民
法
施
行
法
第
一
二
条
（
契
約
締
結
地
法
上
の
自

然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
優
先
的
に
肯
定
す
る
規
定
）
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
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Ⅰ　

外
国
会
社
の
従
属
法
と
開
業
の
自
由

一　

欧
州
司
法
裁
判
所
の
立
場

　

Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
第
四
九
条
は
、
加
盟
国
の
国
籍
を
有
す
る
自
然
人
に
対
し
、
そ
の
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
開
業
し
、
ま
た
は
代
理
店
、

支
店
、
子
会
社
を
通
じ
て
事
業
を
営
む
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
開
業
の
自
由
は
自
然
人
だ
け
で
な
く
会
社
に
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
約
第
五
四
条
に
よ
れ
ば
、
加
盟
国
の
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
定
款
上
の
本
拠
、
経
営
管
理
の
中
心
、
主
た

る
営
業
所
の
い
ず
れ
か
を
Ｅ
Ｕ
内
に
有
す
る
会
社
は
、
加
盟
国
の
国
民
た
る
自
然
人
と
同
様
に
、
開
業
の
自
由
を
保
障
さ
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
他
の
加
盟
国
へ
の
本
拠
移
転
を
制
限
す
る
国
内
法
上
の
措
置
（
転
出
型
の
制
限
）、
お
よ
び
、
他
の
加
盟
国
か
ら
の
本
拠
移
転
を
制
限

す
る
国
内
法
上
の
措
置
（
転
入
型
の
制
限
）、
こ
れ
ら
は
会
社
の
開
業
の
自
由
を
保
障
す
る
右
記
の
Ｅ
Ｕ
法
に
違
反
す
る
か

（
７
）。

　

ま
ず
、
転
出
型
の
事
案
（
他
国
へ
の
本
拠
移
転
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
）
と
し
て
は
、
デ
イ
リ
ー
・
メ
ー
ル
事
件

（
８
）、

カ
ー
テ
シ
オ
事

件（
９
）が

あ
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
本
拠
の
移
転
を
禁
止
す
る
こ
と
は
開
業
の
自
由
に
反
し
な
い
と
判

断
し
た
。
カ
ー
テ
シ
オ
事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
転
出
型
の
事
案
に
お
い
て
は
、
①
加
盟
国
の
国
内
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
会
社
が
そ
の

従
属
法
を
変
更
せ
ず
に
他
の
加
盟
国
に
本
拠
を
移
転
す
る
場
合
、
②
従
属
法
を
変
更
し
て
他
の
加
盟
国
に
本
拠
を
移
転
す
る
場
合
、
こ
れ

ら
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
の
み
開
業
の
自
由
と
の
抵
触
が
生
じ
る
と
さ
れ
る）

10
（

。
前
者
は
本
拠
の
移
転
を
禁
止
す
る

加
盟
国
が
設
立
準
拠
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
該
当
す
る
。
設
立
準
拠
法
主
義
を
採
用
す
る
国
に
お
い
て
は
、
会
社
が
本
拠
を
移

転
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
従
属
法
は
設
立
準
拠
法
た
る
自
国
法
の
ま
ま
で
あ
り
、
従
属
法
の
変
更
は
生
じ
な
い
。
他
方
、
後
者
は
本
拠
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の
移
転
を
禁
止
す
る
国
が
本
拠
地
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
該
当
す

る
。
本
拠
地
法
主
義
を
採
用
す
る
国
に
お
い
て
は
、
会
社
が
本
拠
を
他
国
へ
移

転
し
た
場
合
、
従
属
法
は
移
転
先
の
他
国
の
法
と
な
る
（
図
1
）。
こ
の
よ
う

に
他
国
の
加
盟
国
の
国
内
法
に
よ
り
権
利
能
力
を
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
会

社
に
対
し
本
拠
の
移
転
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
開
業
の
自
由
に
抵
触
す
る
と
さ

れ
る
。

　

転
入
型
の
事
案
（
自
国
へ
の
本
拠
移
転
の
制
限
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
）
と
し
て

は
、
セ
ン
ト
ロ
ス
事
件）

11
（

、
ユ
ー
バ
ー
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件）

12
（

、
イ
ン
ス
パ
イ
ア
・
ア

ー
ト
事
件）

13
（

等
が
あ
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
つ
い
て

も
、
自
国
へ
の
本
拠
移
転
を
禁
止
す
る
こ
と
は
開
業
の
自
由
に
違
反
す
る
と
判

断
し
た
。
も
っ
と
も
、
他
の
加
盟
国
か
ら
の
本
拠
移
転
を
制
限
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
制
限
が
許
さ
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も

実
質
法
レ
ベ
ル
の
制
限
が
許
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ

る
。
自
国
に
本
拠
を
移
転
し
よ
う
と
す
る
会
社
に
対
し
、
そ
の
従
属
法
と
し
て

本
拠
地
法
た
る
自
国
法
を
適
用
の
上
で
そ
の
権
利
能
力
を
否
定
す
る
場
合
、
抵

触
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
本
拠
の
移
転
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対

し
、
そ
の
従
属
法
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
国
の
実
質
法
（
外
人
法
）
レ
ベ
ル

図１　転 出 型

Ａ国
（設立準拠法主義）

従属法
Ａ国法→Ａ国法

（従属法の変更×）

開業の自由と抵触しない。

Ｂ国

① 準拠法の変更を伴わない場合
（転出元が設立準拠法主義を採用）

② 準拠法の変更を伴う場合
（転出元が本拠地法主義を採用）

本拠

国外への本拠
移転を制限

Ａ国
（本拠地法主義）

従属法
Ａ国法→Ｂ国法

（従属法の変更○）

開業の自由と抵触する。

Ｂ国

本拠

国外への本拠
移転を制限
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に
お
い
て
、
自
国
へ
の
本
拠
移
転
を
制
限
す
る
場
合
、
実
質
法
レ
ベ
ル

に
お
け
る
本
拠
移
転
の
制
限
と
な
る
。

　

抵
触
法
レ
ベ
ル
の
制
限
と
な
る
か
、
実
質
法
レ
ベ
ル
の
制
限
と
な
る

か
と
い
う
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
転
入
先
の
国
が
設
立
準
拠
法
主
義

を
採
用
す
る
か
、
本
拠
地
法
主
義
を
採
用
す
る
か
に
応
じ
て
変
わ
る
。

転
入
先
の
国
が
設
立
準
拠
法
主
義
を
採
用
す
る
場
合
、
実
質
法
レ
ベ
ル

に
お
い
て
本
拠
移
転
を
禁
止
す
る
こ
と
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
設
立

準
拠
法
主
義
を
採
用
す
る
場
合
、
外
国
会
社
の
権
利
能
力
は
そ
の
設
立

準
拠
法
の
適
用
に
よ
り
当
然
肯
定
さ
れ
、
抵
触
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
本

拠
移
転
を
制
限
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
転
入
先
の
国
が
本
拠
地
法
主
義
を
採
用
す
る
場
合
、
抵
触
法
レ

ベ
ル
に
お
い
て
本
拠
移
転
を
制
限
す
る
と
い
う
選
択
肢
が
生
じ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
本
拠
地
法
主
義
を
採
用
す
る
場
合
、
外
国
会
社
に
従
属
法
と

し
て
本
拠
地
法
を
適
用
し
た
上
で
、
本
拠
地
法
上
の
設
立
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
と
し
て
そ
の
権
利
能
力
を
否
定
し
、
結
果
と
し
て
本
拠
の

移
転
を
制
限
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
2
）。

　

ユ
ー
バ
ー
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
区
別
が

図２　転 入 型

Ａ国

従属法：Ｂ国法（本拠地法）

従属法（本拠地法）の適用により
外国会社の法人格を否定

Ｂ国
（本拠地法主義）

① 抵触法レベルにおける
本拠移転禁止

（転入先が本拠地法主義を採用）

本拠

国内への本拠移
転を制限

Ａ国

従属法：Ａ国法（設立準拠法）
外人法：Ｂ国法

外人法の適用により
外国会社の法人格を否定

Ｂ国
（設立準拠法主義）

本拠

国内への本拠移
転を制限

② 実質法レベルにおける
本拠移転禁止

（転入先が設立準拠法主義を採用）
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明
確
に
意
識
さ
れ
た
上
で
、
論
点
が
先
決
裁
定
に
付
さ
れ
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
内
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た

会
社
の
権
利
能
力
、
当
事
者
能
力
を
そ
の
他
の
加
盟
国
は
承
認
（recognise, anerkennen

）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た）

14
（

。
一
部

の
学
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
承
認
」
の
義
務
は
実
質
法
レ
ベ
ル
の
義
務
で
あ
り
、
本
拠
地
法
主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
従
属
法
と
し
て
設
立
準
拠
法
を
適
用
す
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
拠
地
法
の
適
用
に
よ
り
本
拠
地
法
上

の
会
社
形
態
と
し
て
当
該
会
社
の
権
利
能
力
を
肯
定
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
他
方
、
右
記
の
「
承
認
」
の
義
務
は
抵
触
法

レ
ベ
ル
の
義
務
で
あ
り
、
本
拠
地
法
主
義
の
否
定
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
他
の
加
盟
国
を
設
立
地
と

す
る
会
社
に
対
し
て
は
、
そ
の
従
属
法
と
し
て
設
立
準
拠
法
を
適
用
す
る
必
要
が
あ
り
、
設
立
準
拠
法
上
の
会
社
形
態
と
し
て
当
該
会
社

の
権
利
能
力
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
議
論

　

ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
本
拠
地
法
主
義
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
を
本
拠
地
と
す
る
外
国
会
社
は
そ
の
権
利
能
力
を
否
定
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
外
国
会
社
は
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
の
会
社
設
立
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所

は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
本
拠
地
法
主
義
に
修
正
を
加
え
、
い
わ
ゆ
る
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地

法
主
義
」（m
odifi zierte Sitztheorie

）
を
展
開
し
た）

15
（

。「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
は
、
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
を
適
用
し
な
が

ら
、
当
該
会
社
の
権
利
能
力
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
上
の
会
社
形
態
と
し
て
そ
の
権
利
能
力
を
肯
定
す
る
。
例
え
ば
、

「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
に
依
拠
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
非
公
開
株
式
会
社
（private com

pany lim
ited by 

shares

）
は
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
（offene H

andelsgesellschaft, O
H

G

）
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
（Gesellschaft des bürgerlichen 
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Rechts, GbR

）
と
し
て
権
利
能
力
を
肯
定
さ
れ
る
。「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
は
、
外
国
の
有
限
責
任
会
社
の
権
利
能
力
を
肯
定

す
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
法
上
の
無
限
責
任
会
社
と
し
て
そ
の
存
在
を
肯
定
す
る
に
過
ぎ
ず
、
外
国
会
社
の
社
員
は
無
限
責
任
を
負
う
こ
と

と
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
ユ
ー
バ
ー
ゼ
ー
リ
ン
グ
事
件
判
決
の
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
二
〇
〇
三
年
三
月
一
三
日
判
決
に
お

い
て）

16
（

、
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
つ
き
、
そ
の
法
人
格
を
設
立
準
拠
法
に
よ
り
肯
定
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
オ

ラ
ン
ダ
法
を
設
立
準
拠
法
と
す
る
有
限
責
任
会
社
に
つ
き
、
設
立
準
拠
法
た
る
オ
ラ
ン
ダ
法
に
よ
り
有
限
責
任
会
社
と
し
て
そ
の
法
人
格

を
肯
定
し
な
け
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
開
業
の
自
由
に
抵
触
す
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立

地
と
す
る
会
社
に
関
し
て
は
、
従
属
法
と
し
て
設
立
準
拠
法
を
適
用
し
、
設
立
準
拠
法
上
の
会
社
形
態
と
し
て
そ
の
権
利
能
力
を
肯
定
す

る
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
開
業
の
自
由
は
抵
触
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
立

場
（
設
立
準
拠
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
立
場
）、
お
よ
び
、
実
質
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
保
障
で
足
り
る
と
す
る
立
場
（
本
拠
地

法
の
適
用
に
よ
り
外
国
会
社
の
権
利
能
力
を
肯
定
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
立
場
）、
こ
れ
ら
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
前
者
の

立
場
を
採
用
し
た
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
七
日
判
決
（T

rabrennbahn-Entscheidung

）

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
非
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
を
適

用
し
て
い
る）

17
（

。
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Ⅱ　

M
äsch/Gausing/Peters

の
見
解

一　

時
際
法
の
問
題
と
の
区
別

　

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
は
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
を
適
用
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
い
、
ド
イ
ツ
を
本
拠
地
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
は
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法

か
ら
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
に
変
更
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
該
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
は
有
限
責
任
の
会
社
で
あ

っ
て
も
、
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
、
民
法
上
の
組
合
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
社

員
は
有
限
責
任
社
員
か
ら
無
限
責
任
社
員
に
変
更
さ
れ
る
と
い
う
不
利
益
を
被
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
問
題
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
は

代
表
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
た
者
が
、
社
員
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
ド
イ
ツ
法
上
代
表
権
を
失
い
う
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
を
原

因
と
す
る
こ
う
し
た
問
題
に
、
国
際
私
法
は
い
か
に
対
応
す
べ
き
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
るM

äsch/Gausing/Peters

の
見

解
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
、M

äsch/Gausing/Peters

は
、
準
拠
法
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
を
そ
の
原
因
に
応
じ
て
二
つ
に
分
類
す
る
。
そ
の
二
つ
と
は
、

①
抵
触
規
則
の
変
更
（Ä

nderung des K
ollisionsrechts 

）
を
原
因
と
し
て
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
び
、
②
事
実
の
変
更
（
国

籍
、
常
居
所
地
、
所
在
地
等
の
変
更
）
を
原
因
と
し
て
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
①
は
一
般
に
時
際
法
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
問
題
で
あ
り
、
抵
触
規
則
が
新
し
く
制
定
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
た
場
合
に
、
新
し
い
抵
触
規
則
を
い
つ
の
時
点
か
ら
い
か
な
る
事
項

に
つ
き
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
他
方
、
②
は
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
「
準
拠
法
の
変
更
（Statutenw

echsel

）」
の
問
題
で
あ



二
九
八

る
。

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
前
提
と
し
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
の
問
題
は
、

前
記
の
①
の
問
題
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
な
お
、
以
下
で
は
「
時
際
的
（intertem

poral

）
な
抵

触
法
」
の
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
記
の
①
が
問
題
と
な
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
抵
触
規
定
を
指
し
て
い
る
。

　
「
本
件
の
事
例
類
型
は
、
時
際
的
な
抵
触
法
の
諸
原
則
に
基
づ
き
、
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
一
項
お
よ
び
（
誤
っ
た
考
え
に
基
づ
き
）
オ
ー
ス

ト
リ
ア
国
際
私
法
第
七
条
に
依
拠
し
、
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
抵
触
規
則
が
将
来
効
を
も
っ
て
変

更
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
既
得
権
は
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
会
社
の
存
在
お
よ
び
統
治
構
造
に
関
す
る
社
員

の
信
頼
は
、
少
な
く
と
も
二
年
間
の
経
過
期
間
（Ü

bergangsfrist

）、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る）

18
（

。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
説
得
的
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
ま
ず
、
時
際
的
な
抵
触
法
の
適
用
は
、
目
的
と
さ
れ
る
法
的
結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
民
法
施
行
法
第
二
二
〇

条
一
項
の
よ
う
な
規
定
は
、
従
前
の
抵
触
規
定
の
効
力
が
喪
失
す
る
期
限
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
従
前
の
抵
触
規
定
の
連
結
点
を
固
定
す
る
。
時

際
的
な
抵
触
法
の
法
思
想
を
本
件
に
援
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
永
久
に
そ
の
存
在
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

時
際
的
な
抵
触
法
の
諸
原
則
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
、
そ
の
他
の
よ
り
重
要
な
理
由
と
し
て
、
以
下
の
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
際

的
な
抵
触
法
の
諸
原
則
は
、
既
に
存
在
し
て
い
る
事
案
に
連
結
さ
れ
る
べ
き
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
立
法
規
定
の
憲
法
上
（verfassungsrechtlich

）

の
境
界
線
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
を
対
象
と
す
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
点
が
問
題
と
な
る
余
地
は
な
い
と
い
う
理
由
で

あ
る
。
時
際
的
な
抵
触
法
は
本
件
の
状
況
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。（
一
般
的
に
称
さ
れ
る
）
遡
及
効
の
禁
止
を
遵
守
す
べ
き
ド
イ
ツ
国
家
は
、
本
件

に
お
い
て
い
か
な
る
法
の
変
更
も
行
っ
て
お
ら
ず
、
既
存
の
抵
触
規
則
を
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
適
用
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
あ
る
い
は

欧
州
経
済
圏
（Europäischer W

irtschaftsraum
, EW

R

）
の
構
成
員
で
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、
事
案
は
設
立
準
拠
法
主
義
の
も
と
に
帰
属
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
、
既
に
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
本
拠
地
法
主
義
の
適
用
範
囲
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
規

則
が
立
法
化
さ
れ
る
際
と
同
様
に
、
本
件
に
関
係
す
る
会
社
お
よ
び
そ
の
社
員
が
準
拠
法
の
変
更
に
何
ら
寄
与
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
本
件



Brexit

に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
寺
井
）

二
九
九

と
時
際
的
な
抵
触
法
の
問
題
は
比
較
可
能
で
あ
る
。」）
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右
記
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠

法
の
変
更
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
し
て
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
た
場
合
の
例
と

し
て
は
、
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
規
定
は
、
一
九
八
六
年
七
月
二
五
日
付
け
の
国
際
私
法
の
新
規
則
へ
の
移

行
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
第
一
項
は
「
一
九
八
六
年
九
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
象
に
は
従
来
の
国
際
私
法
が
適
用
さ
れ
る
」

と
規
定
す
る
。

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
上
の
問
題
と

は
区
別
す
べ
き
理
由
と
し
て
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
の
理
由
は
、
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
一
項
の
よ
う
な
処
理
を
施
せ

ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
も
恒
久
的
に
従
前
の
従
属
法
す
な
わ
ち
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ

り
そ
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
一
項
は
、「
一
九
八
六
年
九
月
一
日
ま
で
に
完
了

す
る
事
象
」
に
関
し
、
期
限
を
設
定
す
る
こ
と
な
く
、
従
前
の
抵
触
規
則
の
適
用
を
命
じ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
対
応
を
講
じ
れ
ば
、
イ
ギ

リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
を
脱
退
し
た
後
も
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
と
同
様
の
権
利
（
従
属
法
と

し
て
設
立
準
拠
法
を
適
用
さ
れ
る
権
利
）
を
恒
久
的
に
享
受
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
の
よ
う
な
規
定
は
抵
触
規
則
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
を
規
律
対
象
と
す
る
が
、
イ
ギ
リ
ス

の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
そ
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
確
か
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
置
く
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
適
用
さ
れ
る
従
属
法
は
、
設
立
準
拠
法
か
ら
本
拠



三
〇
〇

地
法
に
変
更
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、M

äsch/Gausing/Peters

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
と
い
う
事
実
の
変
更

に
よ
り
生
じ
る
準
拠
法
の
変
更
で
あ
り
、
民
法
施
行
法
第
二
二
〇
条
一
項
が
規
律
対
象
と
す
る
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠

法
の
変
更
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
対
し
て
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
を
適
用
す

る
こ
と
は
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
は
本
拠
地
法
主
義
（
よ
り
正
確
に
は
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」）
を
適
用

す
る
と
い
う
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
既
存
の
抵
触
規
則
を
従
来
と
変
わ
ら
ず
適
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

二　

事
実
の
変
更
に
基
づ
く
準
拠
法
の
変
更
（Statutenw

echsel

）
と
し
て
の
理
解

　
（
一
）　
「
準
拠
法
の
変
更
（Statutenw

echsel

）」
に
関
す
る
伝
統
的
な
議
論

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
、
以
上
の
よ
う
に
、

抵
触
規
則
の
変
更
（
新
し
い
抵
触
規
則
の
制
定
等
）
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
イ

ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
、
む
し
ろ
、
事
実
の
変
更
（
国
籍
、
常
居
所
地
、
所
在
地
等
の
変
更
）
を
原
因
と
す
る
準
拠
法

の
変
更
と
類
似
す
る
旨
主
張
す
る
。
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
、
事
実
の
変
更
に
基
づ
く
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
は
、
当
該
法
律
関
係
が
、
①

「
完
了
し
た
事
実
（A
bgeschlossene T

atbestände

）」、
②
「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
（O

ff ene T
atbestände

）」、
③
「
完
了
し
た
事
実
お

よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
（Gem

ischte Rechte und Rechtsverhältnisse

）」、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

に
該
当
す
る
か
に
応
じ
て
論
じ
ら
れ
る
。M

äsch/Gausing/Peters
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

「（1

）A
bgeschlossene T

atbestände

（
完
了
し
た
事
実
）
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完
了
し
て
い
る
諸
事
案
に
つ
い
て
は
、
信
頼
保
護
の
原
則
に
基
づ
き
、
従
前
の
法
が
そ
の
後
も
適
用
さ
れ
る
。
準
拠
法
の
変
更
は
将
来
効
（ex-

nunc W
irkung

）
を
内
容
と
し
て
お
り
、
過
去
に
生
じ
た
事
実
に
つ
き
原
則
と
し
て
遡
及
効
を
及
ぼ
さ
な
い
。」）

20
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「（2
）O

ff ene T
atbestände

（
完
了
し
て
い
な
い
事
実
）

　

従
前
の
実
質
法
に
し
た
が
っ
て
成
立
し
た
法
律
関
係
の
、
新
し
い
実
質
法
の
も
と
で
の
（
継
続
中
の
）
有
効
性
（W

irksam
keit

）、
効
力

（Geltung
）
が
問
題
と
な
る
場
合
、
原
則
と
し
て
新
し
い
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
。
信
頼
保
護
の
観
点
か
ら
、
従
前
の
準
拠
法
の
も
と
で
既
に
充
足

さ
れ
た
要
件
（T

atbestandselem
ent

）
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
新
し
い
準
拠
法
に
よ
り
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）

21
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「（3

）Gem
ischte Rechte und Rechtsverhältnisse

　
　
（
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
）

　

従
前
の
準
拠
法
の
も
と
取
得
し
た
権
利
は
原
則
と
し
て
存
続
し
続
け
る
が
、
新
し
い
法
秩
序
と
矛
盾
す
る
か
た
ち
で
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
民
法
施
行
法
第
四
三
条
二
項
参
照
）。
継
続
的
権
利
に
関
す
る
法
律
関
係
（D

auerrechtserhaltnisse

）
に
つ
い
て
は
、
完
了
し
た
事
実
が
問
題

と
な
る
場
合
に
は
従
前
の
法
が
、
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
新
し
い
法
が
適
用
さ
れ
る
。」）

22
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以
上
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、「
完
了
し
た
事
実
」
に
は
従
前
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
を
、

脚
注
に
お
い
て
参
考
文
献
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
るH

off m
ann/T

horn
の
説
明
に
求
め
る
と
、
例
え
ば
、
動
産
が
加
工
さ
れ
た
後
に

そ
の
所
在
地
を
変
更
し
た
場
合
、
加
工
に
よ
る
所
有
権
取
得
の
成
否
は
「
完
了
し
た
事
実
」
の
問
題
と
し
て
、
旧
所
在
地
法
が
適
用
さ
れ

る
）
23
（

。M
äsch/Gausing/Peters

は
「
完
了
し
た
事
実
」
の
定
義
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
が
、H

off m
ann/T

horn

に
よ
れ
ば
、
所
有



三
〇
二

権
の
取
得
の
成
否
の
よ
う
な
、
法
律
関
係
の
成
否
の
問
題
は
「
完
了
し
た
事
実
」
の
問
題
と
し
て
、
当
該
法
律
行
為
（
右
記
の
例
で
言
え
ば

加
工
）
の
時
点
の
法
、
す
な
わ
ち
従
前
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
。

　

続
い
て
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
に
は
原
則
と
し
て
新
し
い
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
完
了
し
て
い
な
い
事

実
」
に
含
ま
れ
る
問
題
と
し
て
は
、
従
前
の
準
拠
法
に
基
づ
き
成
立
し
た
法
律
関
係
の
「
有
効
性
」
お
よ
び
「
効
力
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
脚
注
に
お
い
て
参
考
文
献
と
さ
れ
て
い
るH
off m

ann/T
horn

の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
に
含

ま
れ
る
の
は
、
準
拠
法
の
変
更
の
時
点
に
お
い
て
従
前
の
準
拠
法
上
成
立
し
て
い
な
い
法
律
関
係
の
「
成
否
」
の
問
題
で
あ
る）

24
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。
例
え

ば
、
従
前
の
準
拠
法
（
旧
所
在
地
法
）
に
よ
れ
ば
占
有
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
が
時
効
の
未
完
成
に
よ
り
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
場
合
、

占
有
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
の
成
否
は
「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
の
問
題
と
し
て
、
新
し
い
準
拠
法
（
新
所
在
地
法
）
に
よ
り
判
断
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
は
、M

äsch/Gausing/Peters

の
説
明
に
よ
れ
ば
、
従
前
の
準
拠
法

に
基
づ
き
成
立
し
た
法
律
関
係
の
「
有
効
性
」
お
よ
び
「
効
力
」
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、H

off m
ann/T

horn

の
説
明
に
よ
れ
ば
、

従
前
の
準
拠
法
上
成
立
し
て
い
な
い
法
律
関
係
の
「
成
否
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
に
関
す
る

M
äsch/Gausing/Peters

の
理
解
を
採
用
す
れ
ば
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
お
よ
び
以
下
の
「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て

い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」
の
境
界
線
が
曖
昧
と
な
る
（
い
ず
れ
も
当
該
法
律
関
係
の
有
効
性
お
よ
び
効
力
と
い
う
同

一
の
規
律
対
象
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
）
た
め
、H

off m
ann/T

horn
の
理
解
の
ほ
う
が
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、M

äsch/Gausing/Peters

は
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」

に
つ
い
て
は
、
従
前
の
準
拠
法
に
よ
り
そ
の
成
立
を
認
め
る
と
し
て
も
、
新
し
い
準
拠
法
に
矛
盾
す
る
か
た
ち
で
行
使
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
す
な
わ
ち
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
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混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」
の
う
ち
、「
完
了
し
た
事
実
」
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
従
前
の
準
拠
法
が
、「
完
了
し
て
い
な
い
事

実
」
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
新
し
い
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
と
説
明
す
る
。

　

も
っ
と
も
、「
完
了
し
た
事
実
」
お
よ
び
「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
を
区
別
し
た
上
で
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
準
拠
法
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、「
完
了
し
た
事
実
」
お
よ
び
「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
の
枠
組
み
さ
え
あ
れ
ば
足
り
、
あ
え

て
「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」
と
い
う
概
念
を
用
意
す
る
必
要
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
にM

äsch/Gausing/Peters

の
見
解
に
つ
い
て
み
る
と
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い

事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」
の
例
と
し
て
、
民
法
施
行
法
第
四
三
条
二
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
規
定
に
よ
れ
ば
、
物

の
所
在
地
が
移
動
し
た
場
合
、
そ
の
所
在
地
の
法
秩
序
に
矛
盾
す
る
か
た
ち
で
物
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
わ
が
国

の
法
適
用
通
則
法
第
一
三
条
二
項
に
相
応
す
る
）。
同
条
一
項
は
、
物
権
は
所
在
地
法
に
よ
る
旨
定
め
て
い
る
た
め
、
両
規
定
を
総
合
す
れ
ば
、

物
権
の
取
得
の
成
否
は
取
得
原
因
と
な
っ
た
事
実
の
発
生
時
点
の
所
在
地
の
法
、
す
な
わ
ち
従
前
の
所
在
地
の
法
に
よ
る
が
、
物
権
の
効

力
に
は
現
在
の
所
在
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。M

äsch/Gausing/Peters

が
民
法
施
行
法
第
四
三
条
二
項
を
例
と
し
て
挙

げ
て
い
る
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
法
律
関
係
の
成
否
に
つ
い
て
は
従
前
の
準
拠
法
に
依
拠
し
、
法
律
関
係
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
準
拠
法

の
変
更
前
に
な
さ
れ
た
法
律
行
為
の
効
力
、
準
拠
法
の
変
更
後
に
な
さ
れ
た
法
律
行
為
の
効
力
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者
に
は

従
前
の
準
拠
法
を
適
用
し
、
後
者
に
は
新
し
い
準
拠
法
を
適
用
す
べ
き
と
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

M
äsch/Gausing/Peters

が
参
考
文
献
と
し
て
明
示
す
るH

off m
ann/T

horn

も
同
様
に
、
準
拠
法
の
変
更
前
に
生
じ
た
事
実
関
係

に
つ
い
て
は
変
更
前
の
準
拠
法
を
適
用
し
、
準
拠
法
の
変
更
後
に
生
じ
た
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
変
更
後
の
準
拠
法
を
適
用
す
べ
き
と
す

る
）
25
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。
例
え
ば
、
原
告
が
動
産
の
占
有
者
に
対
し
て
当
該
動
産
の
引
渡
請
求
あ
る
い
は
損
害
賠
償
請
求
を
し
て
い
る
場
合
、
原
告
が
そ
も
そ
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も
所
有
者
で
あ
る
か
と
い
う
法
律
関
係
の
成
否
の
問
題
は
、
動
産
の
所
在
地
の
変
更
に
基
づ
く
準
拠
法
の
変
更
以
前
に
生
じ
た
問
題
と
し

て
、
従
前
の
準
拠
法
（
旧
所
在
地
法
）
が
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、
原
告
の
所
有
権
の
取
得
が
従
前
の
準
拠
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
場
合
、

そ
の
所
有
権
の
効
力
と
し
て
の
、
当
該
動
産
の
引
渡
請
求
あ
る
い
は
損
害
賠
償
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
準
拠
法
（
新
所
在
地

法
）
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
具
体
例
と
し
て
、
以
下
の
親
子
関
係
の
効
力
の
問
題
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
民
法
施
行
法
第
二
一
条
に

よ
れ
ば
親
子
関
係
は
子
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
子
の
常
居
所
地
が
変
わ
っ
た
場
合
、
親
子
関
係
の
準
拠
法
も
変
更
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
親
権
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、
子
の
常
居
所
地
の
変
更
前
の
法
律
行
為
の
効
力
に
は
従

前
の
準
拠
法
（
子
の
旧
常
居
所
地
法
）
を
適
用
し
、
子
の
常
居
所
地
の
変
更
後
の
法
律
行
為
の
効
力
に
は
新
た
な
準
拠
法
（
子
の
新
常
居
所
地

法
）
を
適
用
す
べ
き
と
さ
れ
る
。
以
上
の
具
体
例
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権

利
お
よ
び
法
律
関
係
」
は
法
律
行
為
の
効
力
の
問
題
を
意
味
し
、
準
拠
法
の
変
更
前
の
法
律
行
為
の
効
力
に
関
し
て
は
従
前
の
準
拠
法
を

適
用
し
、
準
拠
法
の
変
更
後
の
法
律
行
為
の
効
力
に
関
し
て
は
新
し
い
準
拠
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
（
二
）　

会
社
の
従
属
法
の
問
題
の
位
置
付
け

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
以
上
の
よ
う
に
、
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
一
般
的
な
議
論
を
、「
完
了
し

た
事
実
」、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」、
こ
れ

ら
三
つ
に
応
じ
て
整
理
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
を
以
上
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
。

以
下
は
こ
の
点
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
。
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「
会
社
の
従
属
法
が
特
に
問
題
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
完
了
し
た
諸
事
案
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
諸
事
案
を
区
別
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に

可
能
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
会
社
の
従
属
法
が
規
制
す
る
問
題
に
お
い
て
は
、
時
間
的
に
区
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
効
力
を
表
す
、
継
続
的
権

利
に
関
す
る
状
況
（D

auerrechtslage

）
が
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
対
立
す
る
諸
利
益
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
必

要
な
場
合
に
お
い
て
は
（
必
要
な
限
り
）、
こ
う
し
た
事
案
に
お
い
て
原
則
と
し
て
従
前
の
抵
触
規
定
（K

ollisionsnorm

）
の
適
用
が
提
案
さ
れ

る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
は
、
基
礎
を
な
す
諸
事
情
（
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
で
あ
る
こ
と
）
を
自
ら
変
更
し
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
（
た
だ
し
、
当
事
者
が
事
実
の
変
更
に
関
し
て
一
切
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
、
そ
し
て
、
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
点
は
完
全
に
別
と
し
て
）、『
伝
統
的
な
』
準
拠
法
の
変
更
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
国
際
会
社
法
に
お
い
て
会
社
の
従
属
法
を
め
ぐ
る
立
場

が
分
か
れ
て
い
る
結
果
と
し
て
、
本
拠
の
移
転
と
い
う
事
実
の
変
更
に
基
づ
き
連
結
素
（A

nknüpfungsm
om

ent

）
が
変
更
さ
れ
る
（
登
記
の
代

わ
り
に
経
営
の
本
拠
が
重
要
と
な
る
）。
し
か
し
、
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
原
則
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
指
針
と
な
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
問
題
に
お
い
て
は
、
連
結
の

基
礎
を
な
す
事
実
の
変
更
に
よ
り
準
拠
法
の
変
更
が
生
じ
る
が
、
こ
の
準
拠
法
の
変
更
は
、
伝
統
的
な
準
拠
法
の
変
更
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
起
こ

る
よ
う
に
、
法
的
取
引
の
保
護
お
よ
び
当
事
者
の
正
当
な
信
頼
の
保
護
に
関
す
る
経
過
的
対
応
（Ü

bergangslösung

）
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。」）

26
（

　

会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
は
、「
完
了
し
た
事
実
」、

「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

に
内
包
さ
れ
る
か
。
右
記
の
説
明
を
み
る
と
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び

法
律
関
係
」
が
問
題
と
な
る
場
合
、
既
述
の
よ
う
に
、「
完
了
し
た
事
実
」
に
つ
い
て
は
従
前
の
準
拠
法
が
、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
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に
つ
い
て
は
新
し
い
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
を
「
完
了
し
た
事
実
」、「
完
了
し
て
い
な
い
事
実
」
の

い
ず
れ
か
に
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
。
伝
統
的
な
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
に
お
い
て
は
、
国
籍
や
所

在
地
な
ど
が
当
事
者
に
よ
り
意
図
的
に
変
更
さ
れ
る
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス

の
Ｅ
Ｕ
脱
退
と
い
う
、
当
事
者
の
意
図
と
は
関
係
の
な
い
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。M

äsch/Gausing/Peters

は
、
両
者
の
間
の
こ

の
よ
う
な
相
違
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
伝
統
的
な
議
論
を
参
考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統

的
な
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
取
引
の
保
護
お
よ
び
当
事
者
の
信
頼
の
保
護
の
た
め
の
経
過
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
り
、
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
な
対
応
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
準
拠
法
、
す
な
わ
ち
、
設
立

準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

も
っ
と
も
、「
完
了
し
た
事
実
お
よ
び
完
了
し
て
い
な
い
事
実
が
混
合
す
る
権
利
お
よ
び
法
律
関
係
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
前
に
生
じ
た
法
律
関
係
の
効
力
、
お
よ
び
、
従
属
法
の
変
更
後
に
生
じ
た
法
律
関
係
の
効

力
、
こ
れ
ら
を
区
別
し
た
上
で
、
前
者
に
は
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
、
後
者
に
は
新
し
い
従
属
法
と
し
て
ド
イ
ツ
法
を
適
用
す

べ
き
と
の
結
論
が
本
来
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
以
上
の
区
別
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社

の
従
属
法
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
事
実
の
変
更
型
の
準
拠
法
変
更
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私

法
上
の
従
来
の
議
論
と
整
合
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
三
）　

自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
（
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
）

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
以
上
の
よ
う
に
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
に
関
す
る
伝
統
的
な
議
論
を
前
提
と

し
た
上
で
、
会
社
の
従
属
法
の
変
更
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
従
前
の
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
う
し
た
主
張
の
実

定
法
上
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
で
あ
る
。
民
法
施
行
法
第
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
自
然
人
の
権
利
能
力
、

行
為
能
力
は
そ
の
本
国
法
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
同
条
二
項
は
、
従
前
の
準
拠
法
（
旧
本
国
法
）
に
よ
り
権
利
能
力
者
、
行
為

能
力
者
と
さ
れ
た
場
合
、
準
拠
法
の
変
更
後
（
新
本
国
法
上
）
も
権
利
能
力
者
、
行
為
能
力
者
と
み
な
さ
れ
る
旨
規
定
す
る
。
以
下
は
、

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
実
定
法
上
の
根
拠
と
す
べ
き
と
す
るM

äsch/Gausing/Peters

の
見
解
で
あ
る
。

　
「
既
存
の
法
的
地
位
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
具
体
的
な
信
頼
を
考
慮
す
る
た
め
に
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
考
え
に
依
拠
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
同
規
定
は
、
既
得
権
の
保
護
に
関
す
る
原
則
を
は
っ
き
り
と
表
し
て
い
る
。

　

民
法
施
行
法
第
七
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
自
然
人
の
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
は
そ
の
本
国
法
に
よ
る
。
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
、
本
国
法

の
変
更
あ
る
い
は
反
致
（
民
法
施
行
法
第
四
条
一
項
）
に
基
づ
く
居
所
の
変
更
に
よ
り
そ
の
他
の
国
の
法
が
本
国
法
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
旨
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
度
権
利
能
力
を
得
た
者
は
、
そ
の
後
『
権
限
を
有
す

る
（zuständig

）』
こ
と
と
な
っ
た
法
が
異
な
る
内
容
を
定
め
て
い
る
と
し
て
も
、
権
利
能
力
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
ド
イ
ツ
民
法
第
二
条
に
よ
り

一
八
歳
の
誕
生
日
に
完
全
な
行
為
能
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
人
が
他
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
に
い
た
り
、
そ
の
法
に
よ
れ
ば
二
一
歳
に

初
め
て
成
人
と
な
る
と
さ
れ
る
場
合
、
未
成
年
と
し
て
の
法
律
行
為
上
の
地
位
に
戻
る
こ
と
は
な
い
。（
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
の
）
い
ず
れ

の
側
面
も
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
権
利
お
よ
び
義
務
の
付
与
対
象
と
な
る
能
力
（
権
利
能
力
）、
法
的

取
引
に
お
い
て
独
立
し
て
行
為
を
行
う
能
力
、
す
な
わ
ち
、
義
務
を
負
い
、
債
権
を
取
得
す
る
能
力
（
行
為
能
力
）、
こ
れ
ら
は
一
度
取
得
さ
れ
れ

ば
、
準
拠
法
の
変
更
に
よ
り
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
法
上
の
『
市
場
（M

arkt

）』
に
お
け
る
、
完
全
な
行
為
者
た
る
自
然
人
の
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地
位
は
特
別
の
保
護
の
も
と
に
置
か
れ
、
こ
れ
に
反
す
る
説
明
に
対
し
て
免
疫
を
有
す
る
（im

m
unisieren

）。

　

以
上
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
法
的
地
位
を
維
持
し
た
い
当
事
者
の
適
法
な
利
益
の
み
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
法
的
安
定
性
に
対
す
る
法
的

取
引
上
の
要
求
に
よ
っ
て
も
特
別
に
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
当
事
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
正

当
な
信
頼
を
も
っ
て
こ
れ
と
取
引
を
行
っ
た
者
も
、
当
該
取
引
が
突
然
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
当
該
法
律
行
為
に
関
す
る
意
思

表
示
が
突
然
不
安
定
ま
た
は
無
効
と
な
れ
ば
（
民
法
第
一
一
一
条
一
文
参
照
）、
被
害
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

準
拠
法
が
変
更
さ
れ
た
場
合
の
自
然
人
に
関
す
る
利
益
状
況
（Interessenlage

）
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬

似
外
国
会
社
に
関
す
る
利
益
状
況
に
つ
い
て
も
、
以
上
の
点
が
適
切
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
擬
似
外
国
会
社
も
、
責

任
に
関
す
る
規
定
ま
た
は
代
理
に
関
す
る
規
則
を
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
る
イ
ギ
リ
ス
会
社
と
し
て
今
後
も
承
認
さ
れ
る
と
い
う
適
法
な

利
益
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、A

ir Berlin PLC

を
、
社
員
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
代
表
さ
れ
る
べ
き
合
名
会
社
と
し
て
格
下
げ
し
た
場
合
、
混
乱

が
生
じ
る
が
、
こ
れ
は
法
的
取
引
に
と
っ
て
有
益
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。A

ir Berlin PLC

の
す
べ
て
の
株
主
は
、
突
然
商
法
第
一
二
八
条
一

文
に
よ
り
、
連
帯
債
務
者
と
し
て
会
社
の
小
さ
く
な
い
債
務
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、A

ir Berlin PLC

の
大
株

主
た
るEtihad A

irw
ays

は
、
二
〇
一
四
年
にA

litalia

の
株
式
を
四
九
％
取
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
商
法
第
一
一
二
条
一
項
所
定
の
競
業
禁
止

に
違
反
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
商
法
第
一
一
三
条
一
項
に
よ
り
損
失
を
被
る
こ
と
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。
さ
ら
に
、A

ir Berlin PLC

の
い
か
な
る
少
数
株
主
も
、
商
法
第
一
二
五
条
に
よ
り
、A

ir Berlin PLC

の
名
の
も
と
に
有
効
な
取
引
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
準
拠
法
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
自
然
人
の
法
的
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
の

で
あ
れ
ば
、
同
様
の
状
況
に
あ
る
法
人
に
つ
い
て
も
な
お
さ
ら
同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
と
い
う
の
も
、
法
人
の
そ
の
法
的
地
位
を
保
護
し
な
け

れ
ば
自
然
人
の
場
合
と
比
べ
何
倍
も
深
刻
な
結
果
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
民
法
施
行
法
第
七
条
を
会
社
に
（
類
推
的
に
）
適
用
す
る
こ
と
は
異
論
な
く
否
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
規
定
の
立
法
者
は
、
自
然

人
の
権
利
能
力
お
よ
び
行
為
能
力
の
み
を
完
全
に
意
識
し
て
お
り
、
会
社
の
法
的
地
位
に
関
す
る
規
定
は
裁
判
上
の
議
論
、
学
説
、
お
よ
び
（
あ
る

い
は
）、
国
際
法
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
規
則
に
任
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
点
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
事
例
に
お
い
て
、

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
法
思
想
（Rechtsgedanke

）
を
援
用
す
る
こ
と
（Rückgriff 

）
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
立
法
者

が
あ
る
規
定
を
特
定
の
事
案
に
意
識
的
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
当
該
規
定
の
中
に
あ
る
利
益
衡
量
の
考
え
方
を
、
立
法
化
さ
れ
て
い
な
い
が
、
比
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較
可
能
で
、
こ
れ
ま
で
規
律
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
状
況
を
解
決
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民

法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
法
思
想
を
『
ド
イ
ツ
の
』
非
公
開
有
限
責
任
会
社
、
公
開
有
限
責
任
会
社
、
有
限
責
任
事
業
組
合
（Ltd./PLC/LLP

）

に
転
用
す
る
（übertragen

）
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
後
に
お
い
て
は
、
対
外
関
係
、
す
な
わ
ち
権
利
能
力
、
人

的
責
任
、
代
理
に
関
す
る
、
会
社
の
『
命
（Leben

）』
の
す
べ
て
の
側
面
を
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

　

取
引
の
保
護
に
関
す
る
利
益
は
本
拠
地
法
主
義
の
適
用
に
よ
り
し
ば
し
ば
損
な
わ
れ
る
が
、
こ
の
利
益
を
特
別
に
考
慮
す
る
際
に
役
立
つ
の
は
、

ま
さ
に
当
事
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
の
保
護
を
保
障
さ
れ
う
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
い
う
展

開
に
驚
い
た
会
社
、
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
の
住
民
投
票
よ
り
も
前
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
擬
似
外
国
会
社
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
困
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
の
も
と
、
住
民
投
票
後
に
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
を
設
立
し
た
者
は
、
あ
ま
り
に
も
楽

観
的
す
ぎ
た
と
い
う
リ
ス
ク
を
自
ら
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」）
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M
äsch/Gausing/Peters

は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
と
し
て
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、

実
定
法
上
の
根
拠
を
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
、
従
前
の
準
拠
法
に
よ
り
権

利
能
力
者
、
行
為
能
力
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
準
拠
法
の
変
更
後
も
そ
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
が
、
イ
ギ

リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
に
よ
り
本
来
従
属
法
が
変
更
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
権
利
能
力
、
人
的
責

任
、
代
表
権
等
は
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
本
来
の
規
律
対
象
は
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
社
の

権
利
能
力
等
の
問
題
に
つ
き
同
規
定
を
適
用
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
、M

äsch/Gausing/Peters

は
、
立
法
者
は
民

法
施
行
法
第
七
条
の
規
律
対
象
に
会
社
の
権
利
能
力
等
の
問
題
を
包
摂
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
問
題
を
裁
判
実
務
、
学
説
、
国

際
法
、
Ｅ
Ｕ
法
に
委
ね
た
と
し
て
、
同
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
規
定
に
内
在
す
る
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「
法
思
想
（Rechtsgedanke

）」
を
「
援
用
（Rückgriff 

）」
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
転
用
す
る
（übertragen

）」
こ
と
は
許
容
さ
れ
る

と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
見
解
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
事
者
（
本
人
お
よ
び
取
引
相
手
）
の
期
待
の
保
護
、

お
よ
び
、
取
引
の
保
護
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
が
自
然
人
に
つ
き
当
該
内
容
を
定
め
る
の
は
、
本
人
お
よ
び
取

引
相
手
の
期
待
の
保
護
、
取
引
の
保
護
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
点
が
重
視
さ
れ
る
の
は
会
社
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
と
す
る
。
む
し
ろ
、A

ir Berlin PLC

の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
会
社
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
当
事
者
の
期
待
の
保
護
、

取
引
の
保
護
の
必
要
性
は
よ
り
一
層
高
く
な
る
と
す
る）
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。A
ir Berlin PLC

は
イ
ギ
リ
ス
を
設
立
地
と
す
る
が
、
そ
の
本
拠
は
ド
イ
ツ

に
所
在
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
、
そ
の
従
属
法
は
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
に
変
更
さ
れ
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い

て
は
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
に
対
し
て
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、A

ir Berlin PLC

は
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名

会
社
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
し
て
こ
う
し
た
準
拠
法
の
変
更
がA

ir Berlin PLC

に
生

じ
る
が
、
こ
れ
に
付
随
し
て
以
下
の
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
に
、A

ir Berlin PLC

の
株
主
は
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
の
社
員
と
な

り
、
無
限
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
（
ド
イ
ツ
商
法
第
一
二
八
条
）。
第
二
に
、
同
株
主
は
原
則
と
し
て
競
業
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

（
ド
イ
ツ
商
法
第
一
一
二
条
、
第
一
一
三
条
）、
特
に
こ
れ
ま
で
そ
の
他
の
航
空
運
送
会
社
に
出
資
し
た
株
主
は
競
業
避
止
義
務
に
違
反
し
て

い
る
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
（A

ir Berlin PLC

の
筆
頭
株
主
た
るEtihad A

irw
ays

は
、A

ir Berlin PLC

と
同
様
の
業
務
す
な
わ

ち
航
空
運
送
業
務
を
営
むA

litalia

に
二
〇
一
四
年
に
出
資
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
商
法
上
の
競
業
避
止
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
）。
第
三
に
、
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
の
社
員
は
原
則
と
し
て
各
自
代
表
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
た
め
（
ド
イ
ツ
商
法
第
一
二
五

条
）、A

ir Berlin PLC

の
す
べ
て
の
株
主
が
同
社
を
代
表
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
と
し
て
設
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に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
寺
井
）

三
一
一

立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
に
せ
よ
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
こ
う
し
た
特
権
を
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
後
、
恒
久
的

に
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。M

äsch/Gausing/Peters

は
、
既
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
す
る
イ

ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
抵
触
規
則
の
変
更
（
新
し
い
抵
触
規
則
の
制
定
等
）
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
変
更
の
問
題
と

し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
際
に
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
従
前
の
法
す
な
わ
ち
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
が
恒
久
的
に

適
用
さ
れ
て
し
ま
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。M

äsch/Gausing/Peters

に
よ
れ
ば
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
「
法
思
想
」
を
「
援

用
」、「
転
用
」
す
る
と
い
う
理
解
に
立
て
ば
、
一
定
の
期
間
に
限
定
し
た
上
で
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
右
記
の
特
権
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
以
下
は
こ
の
点
に
関
す
るM

äsch/Gausing/Peters

の
説
明
で
あ
る
。

　
「
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
、
準
拠
法
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
も
権
利
能
力
、
行
為
能
力
は
継
続
す
る
旨
規
定
す
る
が
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で

継
続
す
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
何
ら
期
間
を
定
め
て
い
な
い
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
当
然
な
が
ら
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
以
上
の
イ

メ
ー
ジ
は
誤
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
が
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
、
こ
こ
で
の
問
題
と
関
連
の
あ
る
唯
一
の
実
際
上
の

事
案
、
す
な
わ
ち
行
為
能
力
に
関
す
る
事
案
に
お
い
て
は
、
事
実
の
性
質
か
ら
し
て
規
定
は
一
時
的
な
保
護
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
前
の
国
籍
の
法
に
よ
れ
ば
既
に
成
人
と
み
な
さ
れ
る
者
が
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
『
橋
（Brücke

）』
を
必
要
と
す
る
の
は
、
新
し
い
準

拠
法
に
よ
り
成
人
と
な
り
、
行
為
能
力
者
と
な
る
時
点
ま
で
に
過
ぎ
な
い
。
今
日
、
世
界
の
様
々
な
法
秩
序
に
お
い
て
は
、
一
八
歳
か
ら
二
一
歳
ま

で
の
間
で
成
人
年
齢
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
に
よ
り
権
利
能
力
、
行
為
能
力
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
最
大
で

三
年
間
で
あ
る
。
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
法
思
想
を
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
規
範
と
し
て
転
用
す
る
際
に
も
、
こ
の
期
間
を
参
考
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
る
会
社
も
無
防
備
（w

ehrlos

）
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
イ

ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
、
本
拠
地
の
法
に
し
た
が
っ
て
新
し
く
会
社
を
設
立
し
、
あ
る
い
は
、
本
拠
地
の
国
内
の
会
社
形
態
に
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
確
か
に
、
経
営
者
は
自
ら
の
会
社
に
と
っ
て
い
か
な
る
解
決
策
が
適
切
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
こ
と
を
望
み
、
困
難
お
よ
び
時



三
一
二

間
の
喪
失
な
く
し
て
、
再
設
立
、
組
織
変
更
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
再
設
立
、
組
織
変
更
の
た
め
に
は
三
六
ヵ
月
あ
れ
ば
必

ず
十
分
で
あ
ろ
う
。
三
六
ヵ
月
の
期
間
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
と
と
も
に
始
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
日
か
ら
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
、
民
法
施
行

法
第
七
条
二
項
の
法
思
想
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。」）

29
（

　

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
、
一
度
取
得
さ
れ
た
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
は
準
拠
法
の
変
更
に
よ
り
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

旨
規
定
す
る
が
、
同
規
定
の
こ
の
よ
う
な
保
護
が
意
味
を
持
つ
の
は
一
定
の
期
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
の
法
制
度
に

お
い
て
成
人
年
齢
は
概
し
て
一
八
歳
か
ら
二
一
歳
の
間
で
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
従
前
の
準
拠
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定

す
べ
き
期
間
は
最
長
で
も
三
年
間
に
限
定
さ
れ
る
。

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
以
上
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社

に
そ
の
「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
す
る
際
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
期
間
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す

る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
か
ら
三
六
カ
月
に
限
定
し
て
設
立
準
拠
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
。
三
六
カ
月
と
い
う
期
間
を
設
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然
人
の
成
人
年
齢
に
つ
き
設
定
さ
れ
た
期
間
を
そ
の
ま
ま
援
用
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
三
六
カ
月
と
い
う
期
間
は
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
ド
イ
ツ
法
に
基
づ
き
会
社
を
再
設
立
あ
る
い
は
組
織
変

更
す
る
た
め
に
十
分
で
あ
る
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
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Ⅲ　

W
eller/T

hom
ale/Benz

の
見
解

一　

時
際
法
の
問
題
と
し
て
の
理
解

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
様
々
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。M

äsch/Gausing/

Peters

は
、
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
す
る
こ
と

に
よ
り
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、W

eller/T
hom

ale/Benz

は
、
以
下
の
よ
う
に
、
時
際
法

上
の
問
題
と
し
て
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
「
第
三
国
で
設
立
さ
れ
た
外
国
会
社
が
問
題
と
な
る
状
況
に
お
い
て
、
自
律
的
な
ド
イ
ツ
国
際
私
法
が
本
拠
地
法
主
義
を
維
持
す
る
に
せ
よ
、
既

に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
会
社
（
旧
会
社
（A

ltgesellschaft

））
を
時
際
的
な
例
外
と
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
設
立
準
拠
法
主
義
に
従
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
で
あ
っ
た
際
に
既
に
有
効
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
会
社
形
態
は
そ
の
存
続
を
保
障
さ
れ
う

る
。
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
を
再
構
築
す
るBartels

の
見
解
が
成
果
を
あ
げ
う
る
。Bartels

は
、lex tem

poris 
actus

と
い
う
時
際
的
な
原
則
を
用
い
、
ま
ず
、
判
断
さ
れ
る
べ
き
事
象
お
よ
び
そ
の
判
断
基
準
の
同
期
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
国
境
を
越
え
た
本
拠
の
移
転
が
問
題
と
な
る
場
合
、
準
拠
法
の
変
更
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
『
新
し
い
』
法
を
、

本
拠
の
移
転
後
の
す
べ
て
の
事
象
に
適
用
す
る
こ
と
が
確
か
に
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、『
新
し
い
』
法
を
遡
及
的
な
も
の
と
し
て
考
慮
す

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、Bartels

に
よ
れ
ば
、
設
立
に
関
す
る
諸
事
項
を
新
し
い
法
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
時
際

的
な
私
法
上
の
正
義
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
本
拠
地
法
主
義
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
時
際
的
方
法
に
よ
る
理
解
は
、
少
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

旧
会
社
が
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
後
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
の
、
十
分
に
知
性
的
な
根
拠
と
な
る
。」）
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三
一
四

　
W

eller/T
hom

ale/Benz

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
も
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
「
会
社
形
態
は
そ
の
存
続
を
保
障
」
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
根
拠
は
、Bartels

の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
本
拠
の
移
転
前
の
事
項
、
本
拠
の
移
転
後
の
事
項
、
こ

れ
ら
の
時
際
的
な
区
別
を
設
け
、
本
拠
の
移
転
前
の
事
項
に
は
設
立
準
拠
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

Bartels

の
見
解
は
、
本
拠
を
ド
イ
ツ
に
移
転
し
た
外
国
会
社
の
従
属
法
を
議
論
の
対
象
と
す
る
が
、W

eller/T
hom

ale/Benz

は
こ
れ

を
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
変
更
の
問
題
に
も
適
用
で
き
る
と
主
張
す
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、W

eller/T
hom

ale/Benz

が
根
拠
と
す
るBartels
の
見
解
を
整
理
す
る
。

二　

Bartels

の
見
解
の
援
用

　
（
一
）　

会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
時
際
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
外
国
会
社
は
、
そ
の
設
立
地
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
な
い
限
り
、「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
の
適
用
に

よ
り
、
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、Bartels

は
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し

た
外
国
会
社
の
設
立
準
拠
法
上
の
法
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
、Bartels

は
、
設
立
準
拠
法
主
義
を
直

接
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
本
拠
地
法
主
義
を
時
際
法
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
国
会
社
の
設
立
準
拠
法
上
の
法
的
地
位
を

保
障
し
よ
う
と
す
る
。
以
下
は
、
こ
の
点
に
関
す
るBartels

の
見
解
で
あ
る
。

　
「
専
ら
不
法
行
為
の
文
脈
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
時
際
法
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
はM

arc-Phlipp W
eller

の
功
績
で
あ
る
。
時
際
法
に
お

い
て
は
原
則
と
し
て
い
わ
ゆ
るlex tem

poris actus

、
す
な
わ
ち
、
判
断
の
対
象
と
な
る
事
象
お
よ
び
評
価
の
基
準
が
同
一
の
時
期
の
も
の
で
な
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三
一
五

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
国
境
を
越
え
て
企
業
が
移
転
し
て
く
る
事
例
に
こ
の
規
則
を
適
用
す
れ
ば
、（
外
国
）
企
業
の
設

立
に
関
す
る
事
項
は
、
設
立
時
の
国
際
私
法
上
の
基
準
か
ら
導
か
れ
る
実
質
法
に
よ
っ
て
の
み
評
価
さ
れ
う
る
。
外
国
企
業
の
設
立
に
関
す
る
事
項

を
、
そ
の
本
拠
の
移
転
に
よ
っ
て
重
要
と
な
る
（
ド
イ
ツ
）
実
質
法
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
は
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
国
際

的
な
影
響
と
時
際
的
な
影
響
が
混
合
し
て
い
る
。
…
…

　

国
際
私
法
上
の
時
際
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
ま
で
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
時
間
的
な
側
面
を
考
慮
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
く
の

利
点
を
有
す
る
。
移
転
の
完
了
以
降
（ex nunc

）
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
説
得
的
で
あ
り
、
移
転
の
完
了
よ
り
前
に
遡
っ
て
（ex 

tunc

）
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
理
解
は
説
得
的
で
は
な
い
。lex tem

poris actus

に
依
拠
し
、
設
立
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
旧
法
を
適

用
す
れ
ば
、
設
立
準
拠
法
主
義
の
目
的
に
従
う
こ
と
と
な
る
。
移
転
の
完
了
以
降
、
社
員
の
責
任
（Gesellschafterhaftung

）、
行
為
者
責
任

（H
andelndenhaftung

）、
機
関
の
代
表
権
な
ど
に
つ
い
て
、
新
法
を
適
用
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
以
降
準
拠
法
の
変
更
が
生
じ
る
。
以
上
を
肯
定
す

る
と
し
て
も
、（
責
任
、
代
表
権
等
に
つ
き
）
適
切
な
法
を
そ
の
都
度
導
く
た
め
に
い
か
な
る
抵
触
規
則
に
よ
る
べ
き
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
時
際
的
な
私
法
規
定
で
あ
る
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
お
よ
び
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
が
重
要
な
拠
り
所
と
な
る
。
立
法
者
は
、

一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
民
法
を
施
行
す
る
際
、
お
よ
び
、
新
た
に
加
盟
し
た
領
域
に
民
法
を
拡
張
す
る
際
、
従
前
に
有
効
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に

対
し
、
法
人
に
関
す
る
新
法
上
の
規
定
の
適
用
を
指
示
し
な
が
ら
も
、
設
立
に
関
す
る
規
定
は
法
の
変
更
の
対
象
外
と
し
た
。
立
法
者
は
、
こ
の
方

法
に
よ
り
、
法
人
の
設
立
に
関
す
る
事
実
関
係
が
有
す
る
旧
法
と
の
関
係
を
新
法
に
『
適
合
（passen

）』
さ
せ
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
進
行
中
の
事

象
（
機
関
の
代
表
権
、
責
任
問
題
な
ど
）
に
つ
い
て
の
み
新
法
を
適
用
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。（「
変
更
可
能
な
連
結
（w

andelbare A
nknüpfung

）」）

　

こ
の
よ
う
な
説
得
的
な
ル
ー
ル
モ
デ
ル
は
一
般
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、

本
拠
の
移
転
に
よ
る
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
に
も
最
も
よ
く
適
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
設
立
や
法
形
態
は
本
拠
の
移
転
に
よ
っ
て
は
影
響
さ
れ

な
い
の
に
対
し
、
移
転
以
降
に
生
じ
た
事
象
に
つ
い
て
は
新
し
い
本
拠
地
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
民
法
施
行
法
第
二
三
一
条
二
項
一
号
に
よ
る
場
合
、

お
よ
び
、
本
拠
の
移
転
に
よ
り
新
法
上
の
法
形
態
へ
の
接
続
が
必
要
と
な
る
場
合
、
こ
れ
ら
は
十
分
に
比
較
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
移
転

先
の
法
の
限
定
さ
れ
た
会
社
形
態
に
は
全
く
由
来
し
な
い
古
い
法
形
態
は
、
間
接
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、（
い
か
な
る
不
都
合

が
あ
ろ
う
と
も
）
移
転
以
降
の
活
動
に
関
し
て
は
新
し
い
法
に
よ
る
。

　

以
上
は
、
時
際
法
上
よ
く
知
ら
れ
（
民
法
施
行
法
第
二
三
一
条
二
項
三
号
参
照
）、
憲
法
上
の
遡
及
効
の
禁
止
を
考
慮
に
い
れ
た
法
の
適
用
過
程
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で
あ
る
。
本
拠
地
法
主
義
は
部
分
的
に
設
立
準
拠
法
主
義
の
た
め
に
身
を
引
く
こ
と
に
な
る
。」）

31
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Bartels
は
、
ド
イ
ツ
に
外
国
企
業
が
移
転
し
て
く
る
際
に
は
、
時
際
法
に
お
け
る
原
則
、
す
な
わ
ちlex tem

poris actus

を
適
用

す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。lex tem

poris actus

と
は
、「
判
断
の
対
象
と
な
る
事
象
お
よ
び
評
価
の
基
準
が
同
一
の
時
期
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。Bartels

の
主
張
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
上
の
時
際
的
規
定
と
し
てlex 

tem
poris actus

が
理
解
さ
れ
て
い
る
。Bartels

に
よ
れ
ば
、
法
人
の
従
属
法
を
決
定
す
る
に
際
し
、
本
拠
の
移
転
前
に
関
す
る
事
項
、

お
よ
び
、
本
拠
の
移
転
後
に
関
す
る
事
項
、
こ
れ
ら
の
時
際
的
な
区
別
を
設
け
、
前
者
に
関
し
て
は
従
前
の
本
拠
地
の
法
を
準
拠
法
と

し
、
後
者
に
関
し
て
は
移
転
後
の
本
拠
地
の
法
（
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
法
）
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。Bartels

の
見
解
は
、

法
人
の
従
属
法
を
決
定
す
る
際
の
連
結
点
を
「
本
拠
地
」
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
拠
地
法
主
義
を
そ
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
。
も

っ
と
も
、
本
拠
の
移
転
前
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、「
本
拠
地
」
と
い
う
連
結
点
の
解
釈
に
際
し
、
移
転
前
の
本
拠
地
を
「
本
拠
地
」

と
理
解
す
る
。
移
転
前
の
本
拠
地
は
言
い
換
え
れ
ば
設
立
地
で
あ
る
た
め
、Bartels

自
ら
が
認
め
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
設
立
準
拠

法
主
義
に
非
常
に
近
接
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

Bartels

が
以
上
の
見
解
を
展
開
す
る
に
際
し
、
実
定
法
上
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
お
よ
び
第
二
三
一

条
二
項
一
号
、
二
号
で
あ
る
。

　

民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
は
、
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
民
法
を
施
行
す
る
際
に
、
法
人
に
関
す
る
経
過
規
則
と
し
て
定
め
ら
れ
た
規

定
で
あ
る
。
同
条
は
、「
民
法
第
一
六
四
条
な
い
し
第
一
六
六
条
が
異
な
る
内
容
を
定
め
な
い
限
り
、
民
法
第
二
五
条
か
ら
第
五
三
条
、

お
よ
び
、
第
八
五
条
か
ら
第
八
九
条
は
、
民
法
の
施
行
時
ま
で
に
存
在
し
て
い
る
法
人
に
民
法
の
施
行
時
か
ら
適
用
さ
れ
る
」
と
定
め
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る
。
民
法
第
二
五
条
か
ら
第
五
三
条
は
社
団
（「
登
記
さ
れ
た
社
団
」「
公
法
上
の
私
人
」
を
除
く
）
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
理
事
会
の
代
表

権
（
第
二
六
条
一
項
）、
機
関
の
行
為
に
関
す
る
社
員
の
第
三
者
責
任
（
第
三
一
条
）、
社
員
の
地
位
の
譲
渡
の
可
否
（
第
三
八
条
）
等
に
関
す

る
規
定
が
含
ま
れ
る
。（
民
法
第
八
五
条
か
ら
第
八
九
条
は
財
団
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。）

　

民
法
施
行
法
第
二
三
〇
条
以
下
は
、
一
九
九
〇
年
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
際
し
、
東
ド
イ
ツ
を
西
ド
イ
ツ
の
法
域
に
編
入
す
る
た
め
に

用
意
さ
れ
た
経
過
規
定
で
あ
る
。Bartels

が
援
用
す
る
同
法
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
は
そ
の
中
で
も
特
に
社
団
に
関
す
る
規
定

で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
（
な
お
、
三
号
、
四
号
は
以
下
省
略
）。

民
法
施
行
法
第
二
三
一
条
二
項

一
号 　

一
九
九
〇
年
六
月
二
二
日
付
け
の
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
、
一
九
九
〇
年
二
月
二
一
日
付
け
の
団
体
に
関
す
る
法
律
（
団
体
法

（V
ereinigungsgesetz

））
に
よ
れ
ば
、
加
盟
が
効
力
を
生
じ
る
以
前
に
存
在
し
た
と
さ
れ
る
、
権
利
能
力
を
有
す
る
団
体
は
存
続
す
る
。

二
号　

以
上
の
団
体
に
は
、
加
盟
が
効
力
を
生
じ
た
以
降
、
民
法
第
二
一
条
な
い
し
第
七
九
条
が
適
用
さ
れ
る
。

　

第
二
三
一
条
二
項
一
号
は
、
東
ド
イ
ツ
の
市
民
法
上
権
利
能
力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
団
体
に
つ
き
、
東
西
ド
イ
ツ
統
一
後
も
そ
の
権
利

能
力
を
認
め
る
。
そ
の
上
で
同
規
定
の
二
号
は
、
法
人
の
代
表
権
、
社
員
の
責
任
等
に
つ
き
、
新
法
た
る
西
ド
イ
ツ
の
民
法
第
二
一
条
か

ら
第
七
九
条
の
適
用
を
定
め
る
。

　

以
上
の
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
、
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
の
い
ず
れ
も
、
従
前
の
法
に
お
い
て
権
利
能
力
を
肯
定
さ
れ
て
い

た
法
人
に
つ
き
、
新
法
の
も
と
で
も
引
き
続
き
そ
の
権
利
能
力
を
肯
定
し
つ
つ
、
代
表
権
や
社
員
の
責
任
等
に
つ
い
て
は
新
法
の
適
用
を

命
じ
る
規
定
で
あ
る
。
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（
二
）　

社
員
の
責
任
、
最
低
資
本
金

　

Bartels

は
、
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
外
国
会
社
に
本
拠
地
法
主
義
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
当
該
外
国
会
社

の
「
法
形
態
」
に
関
し
て
は
、
移
転
前
の
本
拠
地
す
な
わ
ち
設
立
地
を
「
本
拠
地
」
と
解
し
、
設
立
準
拠
法
の
適
用
を
主
張
す
る
。「
法

形
態
」
に
い
か
な
る
事
項
が
含
ま
れ
る
か
と
い
う
点
は
論
者
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
社
員
の
責
任
、
最
低
資
本
金
に
つ
い

てBartels

は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
以
上
に
お
い
て
比
較
の
対
象
と
し
て
援
用
さ
れ
た
社
団
（V

erein

）
の
場
合
と
は
異
な
り
、
外
国
の
資
本
会
社
の
場
合
に
は
資
本
保
証
（K

api-
talsicherung

）
の
問
題
が
浮
上
す
る
。Zim

m
er

が
既
に
証
明
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
資
本
保
証
シ
ス
テ
ム
は
他
の
法
秩
序
と
の
比
較
上
明
ら

か
に
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
資
本
保
証
の
欠
点
は
特
に
、
自
己
資
本
比
率
の
要
件
、
損
失
補
塡
に
関
す
る
事
項
に
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、Leible

とH
off m

an

が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
外
国
会
社
が
あ
え
て
本
拠
を
移
転
し
な
い
場
合
に
の
み
、
限
定
責
任
を
認
め
る
と
い
う
価

値
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
、
二
〇
〇
八
年
の
有
限
会
社
法
の
改
正
お
よ
び
事
業
者
会
社
（U

G haftungsbeschränkt

）
の
導

入
を
原
因
と
す
る
解
釈
の
変
更
（
特
に
後
者
を
原
因
と
す
る
解
釈
の
変
更
は
よ
り
明
確
で
あ
る
）
が
現
在
に
お
い
て
も
資
本
保
証
の
制
度
に
揺
さ
ぶ

り
を
か
け
て
い
る
。
も
は
や
、
責
任
制
限
の
最
低
額
は
存
在
し
な
い
。
…
…
と
り
わ
け
、
移
転
し
て
き
た
外
国
会
社
に
つ
き
ド
イ
ツ
の
資
本
保
証
シ

ス
テ
ム
を
免
除
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
以
下
の
例
を
み
れ
ば
結
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
か
明
ら
か
に
な
る
。

　

非
公
開
株
式
会
社
（private com

pany lim
ited by shares

）
が
二
〇
〇
八
年
マ
ン
島
に
お
い
て
設
立
さ
れ
、
資
本
金
は
一
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た

と
す
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
、
ド
イ
ツ
の
企
業
と
の
間
に
も
商
業
的
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ

の
本
拠
地
法
主
義
に
よ
り
、『
有
限
（lim

ited

）』
会
社
、
少
な
く
と
も
権
利
能
力
を
有
す
る
会
社
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
他
方
、
二
〇
一
〇
年
に
経
営

の
本
拠
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
移
し
た
場
合
、
も
は
や
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
二
〇
〇
八
年
の
設
立
に
関
す
る
事
項
に
煩

雑
な
が
ら
も
手
を
つ
け
、
ド
イ
ツ
会
社
法
の
も
と
に
包
摂
す
る
よ
り
も
、（lex tem

poris actus

に
よ
り
）
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の

こ
れ
ま
で
の
分
類
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
『
有
限
』
の
法
人
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
将
来
に
お
い
て
は
（
二
〇
一
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〇
年
以
降
）、
ド
イ
ツ
法
上
は
合
名
会
社
に
該
当
す
る
が
、
有
限
会
社
法
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
有
限
会
社
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
（
民
法
施
行
法
第

二
三
一
条
二
項
二
号
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
移
転
し
て
き
た
会
社
あ
る
い
は
そ
の
社
員
を
ド
イ
ツ
の
資
本
調
達
義
務
の
も
と
に
置
く
の
で
は
な
く
、

従
来
の
資
本
調
達
規
則
の
も
と
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…

　

と
り
わ
け
、
む
し
ろ
従
前
の
法
形
態
が
設
立
者
の
意
図
に
は
る
か
に
合
致
し
、
本
拠
を
移
転
す
る
ま
で
の
間
そ
の
法
が
規
律
し
て
い
た
。『
移
転

し
て
き
た
』
社
員
に
無
限
責
任
を
課
す
こ
と
に
反
対
す
る
学
説
が
設
定
す
る
留
保
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
会
社
を
有
限
責
任
の
そ
れ
と

し
て
扱
う
こ
と
が
明
ら
か
に
整
合
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
、
登
記
の
よ
う
に
、
追
加
的
に
必
要
と
な
る
本
質
的
な
特
徴
を
欠
い
て
い
る
と
し
て

も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
社
員
に
再
設
立
を
義
務
づ
け
る
か
わ
り
に
、
本
拠
の
移
転
後
に
商
業
登
記
を
申
請
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
法
上
の
厄
介
な
民
法
上
の
組
合
や
合
名
会
社
の
構
造
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。」）
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「
社
員
の
人
的
責
任
が
問
題
と
な
る
場
合
、
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
は
、
移
転
し
て
き
た
外
国
会
社
は
権
利
能
力
を
有
す
る
人
的
会
社

（Personengesellschaft

）
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
商
法
第
一
二
八
条
一
項
（
筆
者
注
：
合
名
会
社
の
社
員
の
無
限
責
任
を
定
め
る
規
定
）

を
援
用
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
す
べ
て
の
当
事
者
を
不
意
打
ち
す
る
。
設
立
地
に
お
い
て
社
員
に
対
し
て
有
限
責
任
と
い
う
保
護
を
与
え
て
い
た

外
国
会
社
は
、
そ
の
よ
う
な
保
護
を
社
員
に
与
え
る
こ
と
を
も
は
や
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
員
は
会
社
の
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
こ

の
手
法
は
債
権
者
に
は
有
利
に
働
く
が
、
逆
に
構
成
員
は
非
常
に
重
い
不
利
益
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
員
を
無
限
責
任
社
員
に
転
換
す

る
の
は
、
さ
ら
に
以
下
の
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
企
業
を
対
象
と
し
た
法
律
上
の
資
本
保
証
の
制
度
が
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
な

い
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
債
権
者
の
保
護
を
脅
か
す
甚
だ
し
い
欠
陥
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
る
。
ド
イ
ツ
法
上
、
無
限
責
任
の
会
社

お
よ
び
有
限
責
任
の
会
社
の
間
に
は
、
無
限
責
任
が
原
則
で
あ
り
有
限
責
任
は
例
外
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
が
、
以
上
の
結
論
は
総
じ
て
こ
う

し
た
関
係
に
よ
り
可
能
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
重
要
な
法
的
結
果
は
、
法
政
策
上
争
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
教
義
上
の
も
の
で

あ
り
、
様
々
な
方
法
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。Binz/M

ayer

お
よ
びPaefgen

は
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
本
拠
の
設
置
を
す
べ
て
の
社
員

が
全
員
一
致
で
推
し
進
め
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
無
限
責
任
を
肯
定
す
る
。
他
方
、Behrens

は
、
ド
イ
ツ
実
質
法
上
の
例
外
的
な
事
例
類
型
に

つ
い
て
の
み
無
限
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
は
一
貫
性
を
欠
く
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。W

eller

は
最
終
的
に
、
少
な
く
と
も
公
開
会
社

（Publikum
sgesellschaft

）
の
構
成
員
に
つ
い
て
は
、
人
的
お
よ
び
無
限
責
任
を
も
は
や
適
用
す
べ
き
で
は
な
く
、
適
応
問
題
に
関
す
る
国
際
私



三
二
〇

法
上
の
規
則
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
支
配
的
な
見
解
が
そ
の
特
有
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
を
実
施
に

移
す
準
備
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
商
法
一
二
八
条
一
項
に
教
義
上
示
さ
れ
て
い
る
責
任
に
関
す
る
効
力
を
（
類
推
的
に
）
適
用
す

れ
ば
、
不
和
を
緩
和
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
展
開
す
る
方
法
に
依
拠
す
れ
ば
、
問
題
は
円
滑
に
処
理
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
の
株
式
会
社
は
、
会
社
財
産
と
社
員
の
個
人

財
産
の
分
離
の
原
則
（T

rennungsprinzip

）
に
よ
り
、
法
人
と
し
て
、
法
の
適
用
対
象
と
し
て
の
地
位
、
そ
し
て
法
形
態
を
維
持
す
る
こ
と
と
な

る
。
株
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
機
能
的
な
資
本
保
証
に
関
す
る
心
配
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
の
最
低
資
本
金
（
ス
イ
ス
債
務
法
第

六
二
一
条
）
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
…
…
」）
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Bartels

は
、
結
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
外
国
の
有
限
責
任
会
社
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の

組
合
と
し
て
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
上
の
有
限
会
社
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
本
来
、
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主

義
を
適
用
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
外
国
の
有
限
責
任
会
社
は
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
に
置
き
換

え
ら
れ
、
社
員
は
無
限
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、Bartels

は
こ
れ
を
否
定
し
、
ド
イ
ツ
法
上
の
有
限
会
社
に
置
き
換
え
た

上
で
、
社
員
の
有
限
責
任
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

そ
う
し
た
主
張
の
根
拠
の
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
の
最
低
資
本
金
制
度
は
「
過
剰
」
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の

最
低
資
本
金
制
度
は
、
二
〇
〇
八
年
の
有
限
会
社
法
の
改
正
（Gesetz zur M

odernisierung des Gm
bH

-Rechts und zur Bekam
pfung 

von M
issbrauchen, M

oM
iG

）
に
よ
り
実
質
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
会
社
の
社
員
に
無
限
責
任
を
負
わ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
とBartels

は
主
張
す
る）
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。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
事
業
者
会
社
（U

nternehm
ergesellschaft

）
と
い
う
会
社
形
態
の
創
設
に

よ
り
、
一
ユ
ー
ロ
の
資
本
金
を
も
っ
て
有
限
責
任
の
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
法
上
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の
有
限
会
社
の
最
低
資
本
金
（
二
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
）
を
満
た
し
て
い
な
い
外
国
会
社
を
、
債
権
者
保
護
を
理
由
と
し
て
、
人
的
会
社
に

置
き
換
え
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
とBartels

は
批
判
す
る
。

　

以
上
、
外
国
会
社
の
従
属
法
に
関
す
るBartels

の
見
解
に
つ
い
て
紹
介
し
た
が
、
簡
潔
に
整
理
す
れ
ば
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う
。

　

Bartels
は
、
時
際
法
に
お
け
る
原
則
た
るlex tem

poris actus

を
適
用
し
、
外
国
会
社
の
本
拠
の
移
転
前
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
は
、
従
前
の
本
拠
地
の
法
す
な
わ
ち
設
立
準
拠
法
に
依
拠
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、Bartels

は
、
具
体
的
に
は
、
設
立

準
拠
法
を
直
接
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
法
の
適
用
過
程
に
お
い
て
外
国
会
社
の
設
立
準
拠
法
上
の
地
位
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
有
限
会
社
法
所
定
の
設
立
条
件
（
登
記
、
最
低
資
本
金
等
）
を
満
た
し
て
い
な
い
外
国
の
有
限
責
任
会
社

も
ド
イ
ツ
法
上
の
有
限
会
社
と
み
な
し
た
上
で
、
そ
の
権
利
能
力
、
社
員
の
有
限
責
任
、
最
低
資
本
金
の
免
除
・
軽
減
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
そ
の
実
定
法
上
の
根
拠
は
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
（
一
九
〇
〇
年
の
民
法
制
定
の
際
の
時
際
的
規
定
）、
お
よ
び
、
民
法

施
行
法
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
（
一
九
九
〇
年
に
東
ド
イ
ツ
を
西
ド
イ
ツ
の
法
域
に
編
入
し
た
際
の
時
際
的
規
定
）、
こ
れ
ら
の
規
定
に
求

め
ら
れ
て
い
る
。Ⅳ　

検　
　
　

討

一　

時
際
法
の
範
囲

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
時
際
法
の
問
題
の
範
囲
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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時
際
法
の
問
題
は
、
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
問
題
お
よ
び
実
質
法
レ
ベ
ル
の
問
題
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法

が
規
律
対
象
と
す
る
の
は
、
抵
触
規
則
が
新
し
く
制
定
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
抵
触
規
則
が
新
し
く
制
定
さ
れ
た

場
合
、
い
つ
の
時
点
か
ら
い
か
な
る
事
項
に
新
た
な
抵
触
規
則
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
抵
触
法
上
の
時

際
法
に
よ
り
新
た
な
抵
触
規
則
の
適
用
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
と
、
準
拠
法
の
変
更
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
触
法
レ
ベ
ル

の
時
際
法
の
問
題
は
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
変
更
の
問
題
で
あ
る
。M

äsch/Gausing/Peters

が
触
れ
た
民
法
施

行
法
第
二
二
〇
条
一
項
は
、
一
九
八
六
年
七
月
二
五
日
付
け
の
国
際
私
法
の
新
規
則
へ
の
移
行
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
の
第
一
項
は

「
一
九
八
六
年
九
月
一
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
象
に
は
従
来
の
国
際
私
法
が
適
用
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
抵
触
法
レ

ベ
ル
の
時
際
法
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
実
定
法
に
目
を
向
け
る
と
、
法
適
用
通
則
法
の
附
則
第
二
条
（
法
適
用
通
則
法
を
附
則
第
三
条

以
下
に
定
め
る
事
項
を
除
き
同
法
の
施
行
日
以
前
に
生
じ
た
事
項
に
も
適
用
す
る
旨
定
め
る
規
定
）、
お
よ
び
、
附
則
第
三
条
（
従
前
の
抵
触
規
定
た

る
法
例
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
、
法
適
用
通
則
法
の
施
行
日
以
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
規
定
）、
こ
れ
ら
も
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
で

あ
る
。

　

抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
質
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
で
あ
る
。
実
質
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法

は
、
準
拠
法
と
さ
れ
た
国
内
実
質
法
上
、
新
し
い
規
定
が
制
定
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
た
場
合
に
、
新
旧
い
ず
れ
の
実
質
規
定
を
適
用
す
べ

き
か
と
い
う
問
題
を
規
律
対
象
と
す
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
成
否
に
関
す
る
準
拠
法
と
し
て
Ａ
国
法
が
指
定
さ
れ
た
が
、
Ａ
国
法
に
お
い

て
契
約
の
成
否
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
場
合
、
Ａ
国
法
上
の
契
約
の
成
否
に
関
す
る
新
旧
い
ず
れ
の
実
質
規
定
を
適
用
す
べ
き
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
実
質
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
は
、
新
旧
い
ず
れ
の
抵
触
規
則
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
規
律
対
象
と
す
る
の
に
対
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し
、
実
質
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
は
、
新
旧
い
ず
れ
の
準
拠
実
質
規
定
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
規
律
対
象
と
す
る
。

　

以
上
は
時
際
法
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
区
別
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
が
あ
る
。
例
え

ば
、
民
法
施
行
法
第
二
一
条
に
よ
れ
ば
親
子
関
係
は
子
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
た
め
、
子
の
常
居
所
地
と
い
う
事
実
が
変
更
さ
れ
た
場

合
、
親
子
関
係
の
準
拠
法
は
子
の
旧
常
居
所
地
法
か
ら
新
常
居
所
地
法
に
変
わ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
、「
準
拠
法
の
変

更
（Statutenw

echsel
）」
と
し
て
伝
統
的
に
論
じ
ら
れ
る
問
題
は
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
を
主
な
対
象
と
し
て
い

る
。
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
は
、
適
用
さ
れ
る
具
体
的
な
準
拠
法
が
特
定
の
時
点
か
ら
変
更
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
の
問
題
と
共
通
す
る
が
、
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
に
お
い
て

は
適
用
さ
れ
る
抵
触
規
則
が
変
更
さ
れ
る
の
に
対
し
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
る
抵
触
規
則

は
変
更
さ
れ
な
い
。
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
に
お
い
て
は
、
適
用
さ
れ
る
抵
触
規
則
は
同
一
で
あ
る
も
の
の
、
連
結

点
の
具
現
化
の
対
象
と
な
る
事
実
（
国
籍
、
常
居
所
地
、
所
在
地
等
）
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る

に
過
ぎ
な
い
。

二　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
と
時
際
法

　
（
一
）　M

äsch/Gausing/Peters

お
よ
びW

eller/T
hom

ale/Benz

の
見
解
の
整
理

　

時
際
法
の
範
囲
に
関
す
る
以
上
の
整
理
を
前
提
と
す
れ
ば
、M

äsch/Gausing/Peters

お
よ
びW

eller/T
hom

ale/Benz

の
見
解

を
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
事
実
の
変
更
を
原
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因
と
す
る
準
拠
法
変
更
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の

「
法
思
想
」
を
「
援
用
」、「
転
用
」
し
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
三
年
間
に
限
定
し
て
設
立
準
拠
法
主

義
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、W

eller/T
hom

ale/Benz

は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
上
の
問
題
と
し
て
理
解
す
る
。

そ
の
根
拠
はBartels
の
見
解
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。Bartels

に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
外
国
会
社
の
従
属
法
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
（
一
九
〇
〇
年
の
民
法
制
定
の
際
の
時
際
的
規
定
）、
民
法
施
行
法
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号

（
一
九
九
〇
年
に
東
ド
イ
ツ
を
西
ド
イ
ツ
の
法
域
に
編
入
し
た
際
の
時
際
的
規
定
）、
こ
れ
ら
の
時
際
的
規
定
を
援
用
で
き
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

ド
イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
外
国
会
社
に
つ
い
て
は
、
旧
法
た
る
設
立
準
拠
法
上
の
「
設
立
や
法
形
態
」
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

さ
れ
る
。

　
（
二
）　

時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
す
べ
き
か

　

抵
触
法
レ
ベ
ル
の
時
際
法
の
問
題
、
す
な
わ
ち
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
し
て
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
お
よ
び
、
事
実
の
変

更
（
国
籍
、
常
居
所
地
、
所
在
地
等
の
変
更
）
を
原
因
と
し
て
準
拠
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ら
は
、
適
用
さ
れ
る
具
体
的
な
準
拠
法

が
特
定
の
時
点
か
ら
変
更
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
従
前
の
法
の
も
と
で
の
既
得
権
の
保
護
が
問
題
と
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。

も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、W

eller/T
hom

ale/Benz

は
前
者
と
し

て
理
解
す
る
一
方
で
、M

äsch/Gausing/Peters

は
後
者
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
点
、
い
ず
れ
の
理
解
を
採
用
す
べ
き
か
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
を
原
因
と
し
て
、
従
来
の
設
立
準
拠
法
主
義
と
い
う
抵
触
規
則
に
代
え
て
本
拠
地
法
主
義
と
い
う
抵
触
規
則
が
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適
用
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
し
た
準
拠
法
の
変
更
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ

加
盟
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
失
わ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
置
き
換
わ
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
準
拠

法
が
設
立
準
拠
法
か
ら
本
拠
地
法
に
変
わ
る
と
考
え
れ
ば
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
し
た
準
拠
法
の
変
更
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
独
立
抵
触
規
定
、
従
属
抵
触
規
定
の
概
念
を
用
い
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
整
理
の
前
提
と
し
て
、
本
稿
に
お
け
る
独
立
抵
触
規
定
の
定
義
、
構
造
に
つ
い
て
ま
ず
触
れ
て
お
く
。
独
立
抵
触
規
定
と
は
、

単
位
法
律
関
係
、
連
結
点
を
通
じ
て
準
拠
実
質
法
を
直
接
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
こ
れ
は
三
段
階
の
要
件
お
よ
び
効
果
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。
ま
ず
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
が
当
該
独
立
抵
触
規
定
に
定
め
ら
れ
た
単
位
法
律
関
係
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
と
き
（
要
件

①
）、
連
結
点
の
解
釈
問
題
が
生
じ
る
（
効
果
①
）。
次
に
、
指
定
さ
れ
た
連
結
点
の
解
釈
上
、
当
該
の
空
間
的
ま
た
は
人
的
な
要
素
が
具
体

化
さ
れ
る
と
き
（
要
件
②
）、
準
拠
実
質
法
が
指
定
さ
れ
る
（
効
果
②
）。
こ
の
よ
う
な
二
段
階
の
要
件
お
よ
び
効
果
を
経
て
、
指
定
さ
れ
た
準

拠
実
質
法
の
要
件
お
よ
び
効
果
（
要
件
③
お
よ
び
効
果
③
）
の
解
釈
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
第
三
段
階
の
要
件
お
よ
び
効
果
で
あ
る
（
図
3
）。

　

独
立
抵
触
規
定
に
関
す
る
以
上
の
理
解
を
前
提
と
し
、
設
立
準
拠
法
主
義
を
独
立
抵
触
規
定
の
形
式
で
表
現
す
れ
ば
、
単
位
法
律
関
係

を
会
社
の
権
利
能
力
等
の
問
題
と
し
（
従
属
法
の
規
律
対
象
に
は
争
い
が
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
単
に
「
会
社
の
権
利
能
力
等
」
と
す
る
）、

連
結
点
を
設
立
地
と
す
る
独
立
抵
触
規
定
と
な
る
（
説
明
の
便
宜
上
、
以
下
独
立
抵
触
規
定
Ａ
と
す
る
）。
他
方
、
本
拠
地
法
主
義
は
、
単
位

法
律
関
係
を
会
社
の
権
利
能
力
等
の
問
題
と
し
、
連
結
点
を
本
拠
地
と
す
る
独
立
抵
触
規
定
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
、
独
立

抵
触
規
定
Ｂ
と
す
る
）。

　

以
上
の
独
立
抵
触
規
定
Ａ
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
立
場
を
以
下
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き

る
。
ド
イ
ツ
国
際
私
法
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
つ
い
て
は
設
立
準
拠
法
主
義
を
適
用
す
る
。
こ
れ
は
「
Ｅ
Ｕ
加
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盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
が
問
題
と
な
る
と
き
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
を
適
用
す

る
」
と
い
う
内
容
の
従
属
抵
触
規
定
、
す
な
わ
ち
独
立
抵
触
規
定
Ａ
の
適
用
対

象
、
適
用
範
囲
を
表
す
従
属
抵
触
規
定
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
以
下
、

従
属
抵
触
規
定
ａ
と
す
る
）。
他
方
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
は
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設

立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
つ
い
て
は
本
拠
地
法
主
義
を
適
用
す
る
。
こ
れ
は
「
Ｅ

Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
が
問
題
と
な
る
と
き
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
を

適
用
す
る
」
と
い
う
内
容
の
従
属
抵
触
規
定
、
す
な
わ
ち
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
適

用
対
象
、
適
用
範
囲
を
表
す
従
属
抵
触
規
定
で
あ
る
（
以
下
、
従
属
抵
触
規
定
ｂ
と

す
る
）。

　

会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
立
場
は
、
以
上
の
四
つ
の
抵

触
規
定
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
4
）。
こ
う
し
た
理
解
に
立
て
ば
、

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
を
原
因
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変

更
は
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
で
は
な
く
、
事
実
の
変

更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
、
従
属
抵
触

規
定
ｂ
、
こ
れ
ら
の
枠
組
み
、
内
容
に
何
ら
変
更
は
生
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。

図３　独立抵触規定の構造

要件 ①

※本稿の独立抵触規定、従属抵触規定に関する図解の方式は山内惟介教授のそれに倣って
いる。山内惟介『国際私法』（改訂版）（中央大学通信教育部、2012）参照。

要件 ②

効果 ①

単位法律関係 連結点

効果 ②

要件 ③ 効果 ③

実質法
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む
ろ
ん
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
適
用
さ
れ
る
抵
触
規

定
は
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
・
独
立
抵
触
規
定
Ａ
か
ら
従
属
抵
触

規
定
ｂ
・
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
で

あ
る
よ
う
に
も
一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
抵
触
規
則

の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
は
、
あ
る
抵
触
規
則

が
同
一
の
規
律
対
象
を
有
す
る
そ
の
他
の
抵
触
規
則
に
変
更
さ

れ
る
場
合
を
指
す
の
で
あ
り
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
・
独
立
抵
触

規
定
Ａ
、
お
よ
び
、
従
属
抵
触
規
定
ｂ
・
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
、

こ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
規
律
対
象
を
同
じ
く
し
て
お
ら
ず
（
前
者

は
「
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
す
る
会
社
」、
後
者
は
「
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国

を
設
立
地
と
す
る
会
社
」）、
抵
触
規
則
の
変
更
は
生
じ
て
い
な
い

こ
と
と
な
る
。
四
つ
の
抵
触
規
定
の
内
容
、
枠
組
み
そ
の
も
の

は
何
ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬

似
外
国
会
社
が
「
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
」
か
ら

「
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
」
に
変
わ
る
と
い
う

事
実
の
変
更
が
生
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

図４　ドイツ国際私法上の議論の整理（一）
従属抵触規定ａ

独立抵触規定Ａ
単位法律関係

EU 加盟国を
設立地とする
会社が問題と
なるとき

連結点
会社の
権利能力等 設立地

実質法

従属抵触規定ｂ

独立抵触規定Ｂ
単位法律関係

EU 非加盟国
を設立地とす
る会社が問題
となるとき

連結点
会社の
権利能力等 設立地

実質法
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ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
を
原
因
と
す
る
従
属
法
の
変
更
を
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
し
て
理

解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
右
記
の
整
理
に
お
い
て
は
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
お
よ
び
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
適
用
範
囲
を
定
め
る
基
準
と

し
て
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｂ
の
存
在
を
前
提
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
従
属
抵
触
規
定
に
代
え
て
、「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ

Ｕ
脱
退
前
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
独
立
抵
触
規
定
Ａ
を
適
用
す
る
」
と
い
う
従
属
抵
触
規
定
ｃ
、
お
よ
び
、

「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
後
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
を
適
用
す
る
」
と
い
う
従
属
抵
触
規

定
ｄ
を
前
提
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
独
立
抵
触
規
定
Ａ
お
よ
び
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
適
用
対
象
を
定
め
る
基
準
と
し
て
、
以
上
の
従
属

抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｄ
を
前
提
と
す
れ
ば
、
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
変
更
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外

国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
従
属
抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｄ
は
、
従
来
存

在
し
な
か
っ
た
新
し
い
抵
触
規
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
従
来
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
抵

触
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
新
し
い
抵
触
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
す
な
わ
ち
抵
触
規
則
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠

法
変
更
の
問
題
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
属
抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｄ
を
前
提
と
す
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
、
抵
触
規
則
の
変
更
型
の
準
拠
法
変
更
の
問
題
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
5
）。
し
か
し
な
が
ら
、
従
属
抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｄ
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
を
原
因
と
し

て
突
然
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
抵
触
規
則
で
は
な
い
。
従
属
抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｄ
は
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
お
よ
び
従
属

抵
触
規
定
ｂ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
従
属
法
に
関
す
る
一
般
的
な
基
準
（
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
は
設
立
準
拠
法
主
義
を
適
用

し
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
に
は
本
拠
地
法
主
義
を
適
用
す
る
と
い
う
基
準
）
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
基
準
な
く
し
て
は
生
じ
え
な
い
。
そ
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の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
従
属
抵
触
規
定
ｃ
お
よ
び
従
属
抵
触
規

定
ｄ
を
前
提
と
し
た
理
解
は
形
式
的
で
あ
り
、
従
属
抵
触
規
定

ａ
お
よ
び
従
属
抵
触
規
定
ｂ
を
前
提
と
し
た
上
で
事
実
の
変
更

を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似

外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る

準
拠
法
の
変
更
と
し
て
理
解
す
る
に
せ
よ
、
伝
統
的
に
「
準
拠

法
の
変
更
（Statutenw

echsel

）」
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
問
題
と

は
、「
事
実
の
変
更
」
の
「
事
実
」
の
内
容
の
点
に
お
い
て
異

な
る
。

　

例
え
ば
、
自
然
人
の
行
為
能
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
際
、
国

籍
の
変
更
に
よ
り
本
国
法
が
変
更
さ
れ
た
場
合
、
民
法
施
行
法

第
七
条
一
項
に
よ
り
、
準
拠
法
は
旧
本
国
法
か
ら
新
本
国
法
に

変
更
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
変
更
さ
れ
る
「
事

実
」
は
国
籍
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
連
結
点
の
具
現
化
の
対
象

と
な
る
事
実
の
変
更
で
あ
る
。

図５　ドイツ国際私法上の議論の整理（二）

従属抵触規定ｃ

独立抵触規定Ａ
単位法律関係イギリスの EU 脱

退前において、イ
ギリスを設立地と
する会社が問題と
なるとき

連結点
会社の
権利能力等 設立地

実質法

従属抵触規定ｄ

独立抵触規定Ｂ
単位法律関係イギリスの EU 脱

退後において、イ
ギリスを設立地と
する会社が問題と
なるとき

連結点
会社の
権利能力等 設立地

実質法
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他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
い
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」

に
よ
り
、
準
拠
法
は
設
立
準
拠
法
か
ら
本
拠
地
法
に
変
更
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
準
拠
法
の
変
更
の
原
因
と
な
る
「
事
実
」
の
変
更
と

は
、
本
拠
地
、
設
立
地
と
い
う
連
結
点
の
具
現
化
の
対
象
と
な
る
事
実
の
変
更
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
変
更
さ
れ
る
「
事
実
」
は
外
国

会
社
の
性
質
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
当
該
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
性
質
が
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
か

ら
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
外
国
会
社
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
独
立
抵
触
規
定
の
適
用
範
囲
を
決
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る

事
実
の
変
更
（
よ
り
簡
潔
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
単
位
法
律
関
係
の
具
現
化
の
対
象
と
な
る
事
実
の
変
更
）
で
あ
る
。
既
に
、
会
社
の
従
属
法

に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
立
場
を
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
、
従
属
抵
触
規
定
ａ
、
従
属
抵
触
規
定
ｂ
、
こ
れ
ら
の

四
つ
の
抵
触
規
定
を
用
い
て
整
理
し
た
。
従
属
抵
触
規
定
ａ
は
独
立
抵
触
規
定
Ａ
の
適
用
範
囲
を
定
め
、
従
属
抵
触
規
定
ｂ
は
独
立
抵
触

規
定
Ｂ
の
適
用
範
囲
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
か
ら
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国

を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
変
わ
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
従
属
抵
触
規
定
ａ
の
要
件
で
は
な
く
、
従
属
抵
触
規
定
ｂ
の
要

件
を
満
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
の
適
用
範
囲
を
離
れ
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
か
ら
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
変
更
さ
れ

る
こ
と
は
、
独
立
抵
触
規
定
の
適
用
範
囲
を
決
定
す
る
際
の
基
準
と
な
る
事
実
の
変
更
を
意
味
す
る
。

　

な
お
、
よ
り
簡
潔
に
整
理
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
生
じ
る
右
記
の
事
実
の
変
更
は
、
単
位
法
律
関
係
の
具
現
化
の

対
象
と
な
る
事
実
の
変
更
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
立
場
を
以
下
の
よ
う

に
再
構
成
す
れ
ば
、
こ
の
点
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

　

既
述
の
整
理
に
お
い
て
は
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
の
適
用
範
囲
を
定
め
る
基
準
と
し
て
従
属
抵
触
規
定
ａ
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
適
用
範
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囲
を
定
め
る
基
準
と
し
て
従
属
抵
触
規
定
ｂ
、
こ
れ
ら
を
用
い
た
が
、
こ

れ
ら
の
従
属
抵
触
規
定
の
内
容
を
独
立
抵
触
規
定
の
内
容
に
含
め
、
二
つ

の
独
立
抵
触
規
定
の
み
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
従
属
法
に
関
す

る
立
場
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
独
立
抵
触
規
定
Ａ
の

単
位
法
律
関
係
た
る
「
会
社
の
権
利
能
力
等
」
を
「
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立

地
と
す
る
会
社
の
権
利
能
力
等
」
に
置
き
換
え
た
も
の
を
独
立
抵
触
規
定

′Ａ
と
し
、
独
立
抵
触
規
定
Ｂ
の
単
位
法
律
関
係
た
る
「
会
社
の
権
利
能

力
等
」
を
「
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
の
権
利
能
力
等
」
に

置
き
換
え
た
も
の
を
独
立
抵
触
規
定′Ｂ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
独

立
抵
触
規
定
の
み
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
国
際
私
法
上
の
従
属
法
に
関
す
る
立

場
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
（
図
6
）。
こ
う
し
た
整
理
を
前
提
と
す
れ
ば
、

イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
か
ら
Ｅ

Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
す
る
会
社
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス

擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
問
題
が
、
独
立
抵
触
規
定′Ａ
の
単
位
法
律
関

係
で
は
な
く
、
独
立
抵
触
規
定′Ｂ
単
位
法
律
関
係
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
単
位
法
律
関
係
の
具
現
化
の
対
象
と
な
る
事

実
の
変
更
で
あ
る
。

図６　ドイツ国際私法上の議論の整理（三）
独立抵触規定Ａ′

単位法律関係

EU 加盟国を設立
地とする会社の権
利能力等

設立地
実質法

連結点

独立抵触規定Ｂ′

単位法律関係

EU 非加盟国を設
立地とする会社の
権利能力等

本拠地
実質法

連結点
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（
三
）　

国
家
体
制
の
変
動
に
伴
う
適
用
法
規
の
変
更

　

政
治
情
勢
を
原
因
と
し
て
適
用
さ
れ
る
実
質
法
が
変
更
さ
れ
る
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従

属
法
の
変
更
に
限
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
国
家
体
制
の
変
動
に
伴
い
新
国
家
の
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
事
案
と
し
て
は
、
東
京
地
裁
平
成
二
二
年
一
一
月
二
九
日
判
決
が
あ
る）

35
（

。
同
事
案
に
お
い
て
は
、
中
国

国
籍
の
男
女
の
婚
姻
の
成
否
が
一
つ
の
争
点
と
な
り
、
そ
の
婚
姻
の
成
否
を
判
断
す
る
た
め
、
当
事
者
の
本
国
法
を
決
定
す
る
必
要
が
生

じ
た
（
法
適
用
通
則
法
第
二
四
条
一
項
）。
婚
姻
が
成
立
し
た
と
主
張
さ
れ
る
時
点
に
お
い
て
当
事
者
は
中
華
民
国
の
国
籍
を
有
し
て
い
た
も

の
の
、
そ
の
後
中
華
人
民
共
和
国
に
国
家
体
制
が
移
行
し
た
こ
と
に
伴
い
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
同
事
案
に
お
い
て
、
本
国
法
と
し
て
中
華
民
国
法
を
適
用
す
べ
き
か
、
中
華
人
民
共
和
国
法
を
適
用
す
べ
き
か
争
点
と
な
っ

た
。
東
京
地
裁
は
、
国
家
体
制
の
変
動
に
伴
う
国
籍
の
変
更
は
本
国
法
の
変
更
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、「
新
国
家
の
分
離
独
立

や
併
合
に
よ
り
一
定
の
人
民
に
国
籍
の
変
更
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
当
該
単
位
法
律
関
係
が
形
成
さ
れ
た
当
時
の
当
事
者
の
国
籍
国
法

が
、
新
国
家
に
連
続
性
を
も
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
新
国
家
の
法
が
準
拠
法
と
な
る
」
と
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国

法
を
適
用
し
た
。

　

国
家
体
制
の
変
動
に
伴
い
適
用
法
規
が
変
更
さ
れ
る
事
案
、
お
よ
び
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
し
て
会
社
の
従
属
法
が
変
更

さ
れ
る
と
い
う
事
象
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
政
治
情
勢
の
変
化
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
実
質
法
が
変
更
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
に
は
重
要
な
相
違
が
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社

の
従
属
法
の
変
更
は
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
私
法
の
目
的
は
場
所
的
な
法
域
の
抵

触
の
解
決
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
中
華
民
国
法
お
よ
び
中
華
人
民
共
和
国
法
は
場
所
的
な
法
域
の
抵
触
を
き
た
し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
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抵
触
法
の
規
律
対
象
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。
右
記
の
東
京
地
裁
判
決
も
、
中
華
民
国
法
と
中
華
人
民
共
和
国
法
の
「
連
続
性
」
を

重
視
し
、
同
事
案
に
お
い
て
は
本
国
法
の
変
更
な
る
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
華
民
国
法
か
ら
中
華
人
民
共

和
国
法
へ
の
変
更
は
、
国
際
私
法
の
規
律
対
象
た
る
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
で
は
な
く
、
実
質
法
上
の
時
際
法
の
問
題
で
あ
る
と
判
断
し

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
、
お
よ
び
、
国
家
体
制
の
変
動
に
伴
う

適
用
法
規
の
変
更
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
当
事
者
の
任
意
的
変
更
に
よ
ら
な
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
の
、
前
者
は
事
実
の
変
更
を

原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
の
問
題
（
抵
触
法
上
の
問
題
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
実
質
法
上
の
時
際
法
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
違
い

が
あ
る
。

　
（
四
）　

時
際
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界

　

Bartels

は
、
本
拠
の
移
転
に
伴
う
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
、
第
二
三
一
条
二

項
一
号
、
二
号
を
援
用
す
る
。
第
一
六
三
条
も
、
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
も
、
従
前
の
法
に
お
い
て
権
利
能
力
を
肯
定
さ
れ
て
い

た
法
人
に
つ
き
、
新
法
の
も
と
で
も
引
き
続
き
そ
の
権
利
能
力
を
肯
定
し
つ
つ
、
代
表
権
や
社
員
の
責
任
等
に
つ
い
て
は
新
法
の
適
用
を

命
じ
て
い
る
。
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
の
問
題
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
外
国
会
社
の
権
利
能
力
に
つ
い
て
は
本
拠

の
移
転
前
の
準
拠
法
（
旧
法
、
設
立
準
拠
法
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
は
（
内
部
関
係
、
外
部
関
係
を
問
わ
ず
）、
本
拠
の

移
転
後
の
準
拠
法
（
新
法
、
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
）
に
依
拠
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、Bartels

の
見
解
を
み
る
と
、
そ

の
よ
う
な
構
成
は
必
ず
し
も
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
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ま
ず
、Bartels

は
、
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
の
有
限
会
社
と
し
て
当
該
外
国
会
社
を
扱
い
、
社
員
の
有

限
責
任
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
を
適
用
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
民
法
施
行
法
第

一
六
三
条
、
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
の
内
容
と
整
合
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
の
立
場
と
比
較
す
れ

ば
、
旧
法
（
設
立
準
拠
法
）
の
内
容
を
よ
り
尊
重
し
た
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
は
、
ド
イ

ツ
法
の
適
用
を
主
張
し
た
上
で
、
当
該
外
国
会
社
を
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
と
み
な
し
、
設
立
準
拠
法
上
認
め

ら
れ
て
い
た
社
員
の
有
限
責
任
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、Bartels

は
、
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
主
張
し
つ
つ
も
、
設
立

準
拠
法
上
認
め
ら
れ
て
い
た
社
員
の
有
限
責
任
を
肯
定
す
る
。

　

Bartels

は
、
こ
の
よ
う
に
、
社
員
の
責
任
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
主
張
す
る
が
、
最
低
資
本
金
に

つ
い
て
は
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
ス
イ
ス
法
を
設
立
準
拠
法
と
す
る
株
式
会
社
は
、
ド
イ
ツ
法
上
の
最
低
資
本

金
で
は
な
く
、
ス
イ
ス
法
上
の
最
低
資
本
金
（
株
式
会
社
は
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
）
を
満
た
せ
ば
足
り
る
と
す
る
。

　

ま
た
、Bartels

は
、
業
務
執
行
権
に
つ
い
て
も
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
適
用
に
反
対
す
る）

36
（

。
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
有
限
会
社
と
し
て
設

立
さ
れ
た
会
社
が
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
、
合
名
会
社
の
社
員
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
業
務
執
行
権
を
有

す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
は
単
な
る
出
資
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
者
が
業
務
執
行
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
。Bartels

に
よ
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
結
果
は
回
避
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
旧
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
業
務
執
行
権
の
帰
属
形
態
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、Bartels

は
、
外
国
会
社
の
権
利
能
力
に
つ
い
て
は
旧
法
た
る
設
立
準
拠
法
の
適
用
を
主
張
し
て
い
る
。
確
か
に
、

こ
の
点
は
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
、
第
二
三
一
条
二
項
一
号
、
二
号
を
援
用
す
る
と
い
う
理
論
構
成
と
整
合
的
で
あ
る
。
他
方
、
こ
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れ
ら
の
規
定
を
援
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
適
用
が
主
張
さ
れ
る
は
ず
の
そ
の
他
の
事
項
の
う
ち
、
社
員
の
人
的
責

任
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
主
張
す
る
も
の
の
、
最
低
資
本
金
や
業
務
執
行
権
の
帰
属
な
ど
に
つ
い
て
は
設
立
準
拠
法
の
適
用
を

主
張
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
民
法
施
行
法
第
一
六
三
条
、
第
二
三

一
条
二
項
一
号
、
二
号
に
基
づ
き
、
時
際
的
に
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
権
利
能
力
を
肯
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
機

関
の
代
表
権
の
効
力
等
に
つ
い
て
は
新
法
、
す
な
わ
ち
本
拠
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
を
適
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三　

イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
「
権
利
能
力
、
行
為
能
力
」

　
（
一
）　

従
前
の
従
属
法
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
適
用
可
否
（
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
）

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
し
て

理
解
す
る
に
せ
よ
、M

äsch/Gausing/Peters
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
実
定
法
上
の
根
拠
と
す
べ
き
か
。

す
な
わ
ち
、
従
前
の
本
国
法
に
よ
っ
て
取
得
し
た
自
然
人
の
権
利
能
力
は
本
国
法
の
変
更
に
よ
り
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
旨
定
め
る
同
規

定
を
援
用
し
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
取
得
し
た
地
位
も
新
し
い
従
属
法
た
る
ド
イ
ツ
法

に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
結
論
付
け
る
べ
き
か
。

　

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
目
的
は
、M

äsch/Gausing/Peters
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
既
得
権
の
保
護
お
よ
び
取
引
の
保
護
に
求

め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
本
国
法
に
よ
っ
て
適
法
に
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
取
得
し
た
本
人
の
権
利
を
既
得
権
と
し
て
保
護

し
、
ま
た
、
第
三
者
に
不
測
の
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
取
引
を
有
効
に
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
以
下
、「
既
得
権
の
保
護
」、「
取
引

の
保
護
」
の
具
体
的
な
内
容
を
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
本
来
の
そ
れ
と
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
同
規
定
を
援
用
す
る
場
合
の
そ
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れ
に
分
け
て
整
理
す
る
。

　

民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
目
的
た
る
取
引
の
保
護
の
本
来
の
意
味
は
「
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定
し
、
取
引
を
有
効
に
す
る
」

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
た
め
に
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
権
利
能
力
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
に
原
則
的
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
「
修

正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
に
依
拠
し
た
上
で
ド
イ
ツ
法
を
従
属
法
と
し
て
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は

ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
と
し
て
権
利
能
力
を
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二

項
に
よ
ら
ず
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
権
利
能
力
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
が
想
定
す
る

よ
う
な
、
権
利
能
力
の
否
定
を
原
因
と
す
る
取
引
の
無
効
は
生
じ
な
い
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
変
更
に
お
い
て
、
取
引
の
保
護
が
問
題
と
な
る
の
は
、
ド
イ
ツ
法

に
よ
り
権
利
能
力
が
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
会
社
機
関
の
代
表
権
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
修
正
さ
れ
た

本
拠
地
法
主
義
」
に
依
拠
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
ま
た
は
民

法
上
の
組
合
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、M

äsch/Gausing/Peters

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
代
表
権
を
有
し
て

い
た
者
が
社
員
で
な
い
場
合
、
ド
イ
ツ
法
上
合
名
会
社
に
お
い
て
は
社
員
が
代
表
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
た
め
、
従
属
法
の
変
更
に
伴
い

代
表
権
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
会
社
機
関
の
代
表
権
を
否
定
す
れ
ば
、
取
引
の
効
果
は
会
社
に
帰
属
せ
ず
、
取
引
が
無
効
と
な

る
お
そ
れ
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
前
の
従
属
法
（
イ
ギ

リ
ス
法
）
上
の
機
関
の
代
表
権
を
認
め
、
取
引
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
会
社
機
関
の
代
表
権
を
肯
定
し
、
取

引
を
有
効
と
す
る
」
と
い
う
意
味
の
「
取
引
の
保
護
」
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
に
依
拠
す
る
こ
と
は
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で
き
ず
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
意
味
が
生
じ
る
。
会
社
機
関
の
代
表
権
の
効
力
を
「
会
社
の
行
為
能
力
」
と
呼
ぶ
べ
き

か
否
か
は
別
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
問
題
に
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、「
行
為
能

力
を
肯
定
し
、
取
引
を
有
効
と
す
る
」
と
い
う
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
本
来
の
意
味
に
お
け
る
「
取
引
の
保
護
」
の
概
念
を
「
会
社
機

関
の
代
表
権
を
肯
定
し
、
取
引
を
有
効
と
す
る
」
と
い
う
意
味
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
理
解
が
成
り
立
つ
の
は
、
会
社
機
関
の
代
表
権
を
会
社
の
従
属
法
の
適
用
範
囲
に
含
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
場

合
で
あ
る
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
機
関
の
代
表
行
為
が
会
社
に
帰
属
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
行
為
地
法
、
契
約
準
拠

法
あ
る
い
は
代
理
の
準
拠
法
に
よ
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
る
。
会
社
機
関
の
代
表
権
と
い
う
問
題
は
会
社
の
従
属
法
の
適
用
範

囲
外
に
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
に
変
更
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
従
属
法
の
変
更
を
原
因
と
し
て
取
引
の

保
護
が
害
さ
れ
る
結
果
と
は
な
ら
ず
、
あ
え
て
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
意
味
は
失
わ
れ
る
。

　

続
い
て
、「
既
得
権
の
保
護
」
の
概
念
に
つ
い
て
み
る
と
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
目
的
た
る
既
得
権
の
保
護
は
、「
従
前
の
本
国

法
に
よ
っ
て
取
得
し
た
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定
す
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
「
既
得
権
の
保

護
」
が
対
象
と
す
る
主
体
は
自
然
人
で
あ
り
、
対
象
と
す
る
目
的
物
は
権
利
能
力
、
行
為
能
力
で
あ
る
。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱

後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
際
の
「
既
得
権
の
保
護
」
の
意
味
は
、
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
な
い
。
ま
ず
、

「
既
得
権
の
保
護
」
が
対
象
と
す
る
主
体
で
あ
る
が
、
自
然
人
の
場
合
と
は
異
な
り
、
既
得
権
を
有
す
る
主
体
と
し
て
、
会
社
は
当
然
な

が
ら
、
そ
の
他
に
社
員
、
役
員
が
登
場
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
る
目
的
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
認

め
ら
れ
て
い
た
、
社
員
の
有
限
責
任
を
維
持
す
る
こ
と
、
役
員
の
責
任
制
限
を
維
持
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
既
得

権
を
有
す
る
の
は
社
員
、
役
員
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
既
得
権
の
保
護
の
目
的
物
は
権
利
能
力
、
行
為
能
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力
に
限
ら
れ
ず
、
有
限
責
任
、
責
任
制
限
な
ど
も
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
法

を
適
用
す
る
た
め
に
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
際
に
は
、
同
規
定
の
「
既
得
権
の
保
護
」
の
主
体
を
会
社
、
社
員
、
役
員
と

い
う
複
数
の
主
体
に
ま
で
拡
張
し
、
ま
た
そ
の
目
的
物
を
社
員
の
有
限
責
任
、
役
員
の
責
任
制
限
な
ど
非
常
に
幅
広
い
事
項
に
ま
で
拡
張

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
場
合
に
は
、
同
規
定
の
「
既
得
権
の
保
護
」、「
取
引
の
保
護
」
の
本
来
の
意

味
を
幅
広
い
主
体
、
事
項
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
な
る
。
方
法
論
と
し
て
は
、
社
員
の
既
得
権
、
役
員
の
既
得
権
を
区
別
し
、
さ
ら
に

そ
の
既
得
権
に
含
ま
れ
る
具
体
的
な
内
容
（
社
員
に
関
し
て
い
え
ば
有
限
責
任
、
出
資
持
分
の
譲
渡
可
能
性
な
ど
）
に
応
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
を

適
用
す
べ
き
か
ド
イ
ツ
法
を
適
用
す
べ
き
か
論
じ
る
と
い
う
方
法
も
あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
の
主
体
、
事
項
ご
と
に
イ
ギ

リ
ス
法
、
ド
イ
ツ
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
法
的
安
定
性
の
点
か
ら
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

M
äsch/Gausing/Peters 

の
主
張
す
る
よ
う
に
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
援
用
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
と

し
て
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
し
、
既
得
権
、
取
引
の
保
護
に
関
す
る
問
題
を
一
律
に
そ
の
適
用
範
囲
に
含
め
る
べ
き
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
援
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地
と
し
な
が
ら
ド

イ
ツ
に
本
拠
を
移
転
し
た
そ
の
他
の
擬
似
外
国
会
社
に
も
同
規
定
を
援
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
Ｅ
Ｕ
非
加
盟
国
を
設
立
地

と
す
る
そ
の
他
の
擬
似
外
国
会
社
も
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
と
同
様
に
、「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
の
適
用
に
よ
り
、
そ
の

従
属
法
を
従
前
の
本
拠
地
法
（
す
な
わ
ち
設
立
準
拠
法
）
か
ら
ド
イ
ツ
法
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
てM

äsch/Gausing/

Peters

は
触
れ
て
い
な
い
が
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
べ
き
対
象
は
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
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ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
、
当
事
者
の
意
思
に
全
く
よ
ら
な

い
変
更
で
あ
り
、
当
事
者
（
社
員
、
役
員
）
の
意
思
に
基
づ
き
本
拠
が
移
転
さ
れ
る
そ
の
他
の
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
と
比
べ
、
既

得
権
の
保
護
、
取
引
の
保
護
の
必
要
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
二
）　

契
約
締
結
地
法
と
し
て
の
ド
イ
ツ
法
の
適
用
可
否
（
民
法
施
行
法
第
一
二
条
）

　

M
äsch/Gausing/Peters

は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用
す
る
際
に
は
、
同
様
に
自
然
人
の
権
利
能
力
、

行
為
能
力
を
規
律
対
象
と
す
る
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
効
力
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
民
法
施
行
法
第
一
二
条
に
よ
れ

ば
、
一
方
の
契
約
当
事
者
た
る
自
然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
が
契
約
締
結
地
法
上
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
相
手
方
に
悪
意
、
過
失

が
な
い
限
り
、
当
該
自
然
人
は
そ
の
他
の
国
の
実
質
法
に
よ
り
自
ら
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い

（
法
適
用
通
則
法
第
四
条
二
項
に
相
応
す
る
）。
両
規
定
を
比
較
す
れ
ば
、
ま
ず
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
は
、
従
前
の
本
国
法
上
の
権
利

能
力
、
行
為
能
力
の
範
囲
が
新
し
い
本
国
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
に
お
い
て
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定
し
、
取
引
の
保
護

を
図
る
規
定
で
あ
る
。
他
方
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
は
、
契
約
締
結
地
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
の
範
囲
が
そ
の
他
の
法
（
本
国

法
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
）
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
に
お
い
て
、
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定
し
、
取
引
の
保
護
を
図
る
規
定
で
あ

る
。
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
適
用
対
象
を
自
然
人
か
ら
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
ま
で
拡
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
民
法
施
行
法
第

一
二
条
の
適
用
対
象
も
自
然
人
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
ま
で
拡
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う）

37
（

。
い
ず
れ
の
規
定
も
自

然
人
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
に
関
す
る
定
め
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
適
用
対
象
の
み
会
社
に
ま
で
拡

張
す
る
こ
と
は
一
貫
性
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
脱
退
後
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
つ
き
民
法
施
行
法
第
一
二
条
を
援
用
し
た
場
合
、
仮
に
民
法
施
行
法
第
七
条

二
項
の
援
用
に
よ
り
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
会
社
機
関
の
代
表
権
の
効
力
を
認
め
た
と
し
て
も
、
契
約
締
結
地
法
た
る
ド

イ
ツ
法
上
の
会
社
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
場
合
、
最
終
的
に
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
優
先
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
ド
イ
ツ
法
上
の
会
社
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
広

い
と
い
え
る
か
。
ド
イ
ツ
法
上
の
会
社
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
を
ド
イ
ツ
法

上
の
い
か
な
る
会
社
形
態
と
み
な
す
か
と
い
う
前
提
的
問
題
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
然
、
ド
イ
ツ
法
上
、
会
社
機
関
の
代
表
権
の

範
囲
は
各
会
社
形
態
（
株
式
会
社
、
有
限
会
社
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
等
）
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の

「
ド
イ
ツ
法
上
の
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
を
ド
イ
ツ
法
上
の
い
か
な
る
会
社
形
態
と
み
な
す
か
に
応
じ

て
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
判
例
、
通
説
の
立
場
た
る
「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地
法
主
義
」
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
は
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名

会
社
ま
た
は
民
法
上
の
組
合
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
有
限
責
任

の
会
社
形
態
で
あ
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
は
単
な
る
出
資
者
に
過
ぎ
ず
代
表
権
を
有
し
な
い
社
員
が
、
ド
イ
ツ
法
上
は
代
表
権
を
有
す

る
に
い
た
り
、
契
約
締
結
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
の
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
の
ほ
う
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
こ
と
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
に
ド
イ
ツ
法
が
適
用
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
に
よ
り
契
約
締
結
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
適
用
を
認
め
れ
ば
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
を
援
用

し
た
上
で
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
よ
り
取
引
の
保
護
を
図
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
下
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
法
施
行
法
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第
一
二
条
は
、
契
約
締
結
地
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
肯
定
す
る
た
め
に
相
手
方
の
悪
意
、
過
失
を
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
、
お
よ
び
、
契
約
締
結
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
の
そ
れ
を
比

較
し
た
際
に
、
前
者
の
ほ
う
が
狭
い
こ
と
に
つ
き
相
手
方
に
悪
意
、
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
効
力
は
生
じ

ず
、
ド
イ
ツ
法
は
適
用
さ
れ
な
い
。
通
常
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
が
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
会
社
形
態
（PLC

、Ltd.

、LLP

）
を
商
号
に

用
い
て
い
る
場
合
、
当
該
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
機
関
の
代
表
権
の
範
囲
が
ド
イ
ツ
法
上
の
合
名
会
社
、
民
法
上
の
組
合
の
そ
れ
よ

り
も
狭
い
こ
と
を
相
手
方
は
認
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
要
件
た
る
相
手
方
の
悪

意
、
過
失
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
契
約
締
結
地
法
た
る
ド
イ
ツ
法
の
効
力
を
否
定
し
、
最
終
的
に
は
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
援
用

に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
機
関
の
代
表
権
を
イ
ギ
リ
ス
法
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

お 

わ 

り 

に

　

本
稿
に
お
い
て
は
主
に
以
下
の
点
に
つ
い
て
論
じ
た
。

　

ド
イ
ツ
に
本
拠
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
い
、
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
に

変
更
さ
れ
る
と
い
う
事
象
を
、W

eller/T
hom

ale/Benz

の
主
張
す
る
よ
う
に
、
時
際
法
（
抵
触
法
上
の
時
際
法
）
の
問
題
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
は
形
式
的
理
解
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、M

äsch/Gausing/Peters

が
主
張
す
る
よ
う
に
、
事
実
の
変
更

を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
（
い
わ
ゆ
る
「
準
拠
法
の
変
更
（Statutenw

echsel
）」）
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
通
常
、

事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
は
、
連
結
点
の
具
現
化
の
対
象
と
な
る
事
実
（
国
籍
、
常
居
所
地
、
所
在
地
等
）
の
変
更
を
原



三
四
二

因
と
す
る
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
は
、
単
位
法
律
関
係
の
具
現
化
の
対

象
と
な
る
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
、
事
実
の
変
更
を
原
因
と
す
る
準
拠
法
の
変
更
と
し
て

理
解
す
る
に
せ
よ
、
い
か
な
る
実
定
法
を
根
拠
に
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
か
。
こ

の
点
、
自
然
人
の
従
前
の
本
国
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
を
保
障
す
る
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
援
用
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似

外
国
会
社
の
従
前
の
従
属
法
（
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
法
）
上
の
法
的
地
位
を
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
後
も
保
障
す
る
と
い
うM

äsch/

Gausing/Peters

の
主
張
に
は
、
以
下
の
利
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
目
的
た
る
「
既

得
権
の
保
護
」
の
本
来
の
主
体
（
自
然
人
）
を
複
数
の
主
体
（
会
社
、
社
員
、
役
員
）
に
拡
張
し
、
さ
ら
に
本
来
の
目
的
物
（
権
利
能
力
、
行

為
能
力
）
を
幅
広
い
事
項
（
社
員
の
有
限
責
任
、
役
員
の
責
任
制
限
等
）
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
複
数
の
主
体
、
事
項
に
一

律
に
従
前
の
従
属
法
た
る
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
し
、
当
事
者
の
予
見
可
能
性
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
で
あ
る
。
ま

た
、
旧
本
国
法
上
の
権
利
能
力
、
行
為
能
力
が
保
障
さ
れ
る
期
間
は
最
大
で
も
三
年
間
で
あ
る
と
い
う
民
法
施
行
法
第
七
条
二
項
の
性
質

を
前
提
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
を
従
属
法
と
し
て
適
用
す
べ
き
期
間
を
一
定
の
期
間
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
期
間
は
、
イ
ギ
リ

ス
擬
似
外
国
会
社
が
ド
イ
ツ
法
に
基
づ
き
再
設
立
さ
れ
る
た
め
に
要
す
る
時
間
を
考
慮
の
上
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
が
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
に
与
え
る
影
響
を
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
検
討
し

た
。
ド
イ
ツ
を
本
拠
地
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
、
既
述
の

よ
う
に
、
社
員
の
人
的
責
任
、
会
社
機
関
の
代
表
権
に
影
響
を
与
え
、
取
引
の
安
全
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
イ
ギ
リ
ス

の
Ｅ
Ｕ
離
脱
が
完
了
し
て
な
い
現
時
点
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
イ
ギ
リ
ス
法
上
の
法
的
地
位
が
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離



Brexit

に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
寺
井
）

三
四
三

脱
後
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
か
、
保
障
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
点
は
学
説
上
の
議
論
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
具
体
的
な
裁
判
実
務
に
お
け
る
展
開
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

朝
日
新
聞
二
〇
一
七
年
三
月
三
〇
日
朝
刊
「
英
首
相
、
Ｅ
Ｕ
離
脱
通
知　

交
渉
入
り
へ　

経
済
連
携
は
要
求
」

（
2
）　

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
よ
り
、
税
法
、
独
占
禁
止
法
、
労
働
法
、
知
的
財
産
法
、
金
融
法
、
保
険
法
な
ど
様
々
な
法
領
域
が
影
響
を
受
け
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
が
私
法
領
域
に
与
え
る
影
響
に
関
し
て
は
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ー
ゼ
ド
ー
（
カ
ラ
イ
ス
コ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
ス
訳
）「
イ
ギ

リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
（Brexit

）
と
私
法
・
経
済
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
六
一
巻
一
二
号
（
二
〇
一
六
）
六
―
九
頁
、
ジ
ョ
ン
・
ラ
ト
リ
フ
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ベ
ル
ノ
ア
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
イ
、
杉
本
武
重
「
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
（
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
：
欧
州
連
合
か
ら
の
英
国
の
離

脱
）
〜
主
要
な
大
混
乱
と
変
化
」
国
際
商
事
法
務
第
四
四
巻
七
号
（
二
〇
一
六
）
一
〇
九
八
―
一
一
〇
一
頁
、
石
田
雅
彦
、
丸
山
翔
太
郎
「
英
国

の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
よ
る
企
業
法
務
へ
の
影
響
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
二
〇
一
六
年
一
〇
月
号
五
五
―
六
一
頁
、
サ
ビ
ン
ヌ
・
サ
ル
ド
ゥ
、
野
沢
牧
子
他

「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
と
Ｍ
＆
Ａ
、
お
よ
び
商
業
契
約
へ
の
影
響
に
つ
い
て
」T

he Law
yers

二
〇
一
六
年
九
月
号

一
二
―
一
七
頁
参
照
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
原
因
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
会
社
法
上
生
じ
る
問
題
と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
拠
点

と
し
て
設
立
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
社
（Societas Europaea

（SE

）, Europäische Gesellschaft

）
の
取
り
扱
い
の
問
題
が
あ
る
。

（
3
）　W

eller/T
hom

ale/Benz, Englische Gesellschaften und U
nternehm

ensinsolvenzen in der Post-Brexit-EU
, N

JW
 33/2016 S. 

2378.

（
4
）　

イ
ギ
リ
ス
法
上
の
会
社
形
態
に
つ
い
て
は
、
中
村
信
男
「
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
公
開
会
社
と
私
会
社
の
区
分
と
規
制
分
化
」
国
際
商
事

法
務
第
三
八
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
）
一
三
五
九
―
一
三
六
九
頁

（
5
）　W

eller/T
hom

ale/Benz, Englische Gesellschaften und U
nternehm

ensinsolvenzen in der Post-Brexit-EU
, N

JW
 33/2016 S. 

2378 ff .

（
6
）　M

äsch/Gausing/Peters, D
eutsche Ltd., PLC und LLP : Gesellschaften m

it beschränkter Lebensdauer? ‒ Folgen eines 
Brexits für pseudo-englische Gesellschaften m

it V
erw

altungssitz in D
eutschland, IPRax 2017, H

eft 1, S. 49 ff .

（
7
）　

Ｅ
Ｕ
法
上
の
開
業
の
自
由
に
関
し
て
は
、
森
田
果
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
会
社
法
の
行
方
（
一
）（
二
）」
民
商
法
雑
誌
第
一
三
〇
巻
（
四
・
五
号
）



三
四
四

（
二
〇
〇
四
）
七
七
三
―
七
九
四
頁
、
第
一
三
〇
巻
（
六
号
）（
二
〇
〇
四
）
一
〇
九
七
―
一
一
二
三
頁
が
詳
し
い
。
そ
の
他
の
文
献
と
し
て
、
今

野
裕
之
「
Ｅ
Ｃ
企
業
法
判
例
研
究
27
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
移
動
の
自
由
の
原
則
と
ペ
ー
パ
ー
カ
ン
パ
ニ
ー
の
二
次
的
開
業
権
（
Ｅ
Ｃ
司
法
裁
判
所
一
九

九
九
年
三
月
九
日
判
決
）」
一
一
二
六
―
一
一
二
九
頁
、
上
田
廣
美
「
Ｅ
Ｃ
法
に
お
け
る
『
開
業
の
自
由
』
と
会
社
法
の
交
錯
：
カ
ル
テ
ジ
オ
判

決
の
波
紋
」
亜
細
亜
法
學 

第
四
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
）
二
四
〇
―
二
五
四
頁
、
同
著
「
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
『
開
業
の
自
由
』
と
国
境
を
越
え

る
組
織
変
更
：
カ
ル
テ
ジ
オ
か
ら
ヴ
ァ
ー
レ
へ
、
新
た
な
展
開
」
亜
細
亜
法
學 

第
四
八
巻
二
号
（
二
〇
一
四
）
一
一
七
―
一
三
二
頁
参
照
。
ド

イ
ツ
法
上
の
議
論
に
関
し
て
は
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ラ
イ
ブ
レ
、
西
谷
裕
子
訳
「
欧
州
連
合
に
お
け
る
会
社
法
」
国
際
商
事
法
務
第
三
六
巻
四
号

（
二
〇
〇
八
）
四
四
七
―
四
六
二
頁
参
照
。

（
8
）　T

he Q
ueen v H

. M
. T

reasury and Com
m
issioners of Inland Revenue, ex parte D

aily M
ail and General T

rust plc., Case 
81/87

（
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
八
八
年
九
月
二
八
日
判
決
）

（
9
）　Cartesio O

ktató és Szolgáltató Bt, Case 210/06

（
欧
州
司
法
裁
判
所
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
六
日
判
決
）

（
10
）　Cartesio O

ktató és Szolgáltató Bt, Rn. 111f.

（
11
）　Centros Ltd v Erhvervs ‒ og Selskabsstyrelsen, Case C-212/97

（
欧
州
司
法
裁
判
所
一
九
九
九
年
三
月
九
日
判
決
）

（
12
）　Ü

berseering BV
 v N

ordic Construction Com
pany Baum

anagem
ent Gm

bH

（N
CC

）, Case C-208/00

（
欧
州
司
法
裁
判
所
二
〇

〇
二
年
一
一
月
五
日
判
決
）

（
13
）　Inspire A

rt Ltd. v K
am

er van K
oophandel en Fabrieken voor A

m
sterdam

, Case C-167/01

（
欧
州
司
法
裁
判
所
二
〇
〇
三
年

九
月
三
〇
日
判
決
）

（
14
）　Ü

berseering BV
 v N

ordic Construction Com
pany Baum

anagem
ent Gm

bH

（N
CC

）, Case C-208/00, para. 82.

（
15
）　BGH

 U
rt. vom

 1.7. 2002 ; 
 BGH

Z 151, 204, N
JW

2002, 3539.  

チ
ャ
ネ
ル
諸
島
法
を
設
立
準
拠
法
と
す
る
有
限
責
任
会
社
が
ド
イ
ツ
に
本

拠
を
移
転
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
地
方
裁
判
所
、
高
等
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
会
社
の
訴
訟
能
力
を
否
定
し
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
ド
イ
ツ
法

上
の
民
法
上
の
組
合
と
し
て
訴
訟
能
力
を
肯
定
し
た
。（
森
田
果
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
会
社
法
の
行
方
（
一
）」
民
商
法
雑
誌
第
一
三
〇
巻
四
・
五

号
（
二
〇
〇
四
）
七
九
〇
―
七
九
一
頁
）

（
16
）　BGH

 U
rt. vom

 13.3 2003 ; 
 BGH

Z 154, 185 ; 
 N
JW

 2003, 1461

（
森
田
・
前
掲
注（
15
）、
七
九
一
頁
）

（
17
）　BGH

 U
rt. vom

 27.10. 2008 ; 
 BGH

Z 178, 192 ; 
 IPRax 2009, 259.



Brexit
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伴
う
イ
ギ
リ
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擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
寺
井
）

三
四
五

（
18
）　Freitag/K

orch

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
理
解
し
た
上
で
、

二
年
間
に
限
定
し
て
イ
ギ
リ
ス
法
を
適
用
す
べ
き
と
主
張
す
る
。（Freitag/K

orch, ZIP 2016, 1361, 1363.

）
も
っ
と
も
、
本
稿
の
検
討
対
象

た
るW

eller/T
hom

ale/Benz

の
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
伴
う
従
属
法
の
変
更
を
時
際
法
の
問
題
と
し
て
整
理
す
る
が
、
イ
ギ
リ

ス
法
の
適
用
を
保
障
す
べ
き
期
間
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
し
て
い
な
い
。

（
19
）　M

äsch/Gausing/Peters, a.a.O
.

（A
nm

. 6

）, S. 53.

（
20
）　M

äsch/Gausing/Peters, ebd., S. 54.

（
21
）　M

äsch/Gausing/Peters, ebd., S. 54.

（
22
）　M

äsch/Gausing/Peters, ebd., S. 54.

（
23
）　H

off m
ann/T

horn, Internationales Privatrecht, 9. A
ufl age 2007, 5 Rn. 103.

（
24
）　H

off m
ann/T

horn, ebd., 

§ 5 Rn. 104.

（
25
）　H

off m
ann/T

horn, ebd., 

§ 5 Rn. 106 f.

（
26
）　M

äsch/Gausing/Peters, a.a.O
.
（A

nm
. 6

）, S. 54.

（
27
）　M

äsch/Gausing/Peters, ebd., S. 54 f.

（
28
）　

イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
るA

ir Berlin PLC

で
あ
る
が
、
経
営
不
振
に
よ
り
二
〇
一
七
年
八
月
一
五
日
破
産

手
続
を
申
請
し
て
い
る
。（
朝
日
新
聞
二
〇
一
七
年
八
月
一
六
日
夕
刊
「
ド
イ
ツ
航
空
二
位
、
破
産
手
続
き
申
請　

エ
ア
ベ
ル
リ
ン
」）

（
29
）　M

äsch/Gausing/Peters, ebd., S. 55.

（
30
）　W

eller/T
hom

ale/Benz, a.a.O
.

（A
nm

. 5

）, S. 2381 f.

（
31
）　Bartels, Zuzug ausländischer K

apitalgesellschaften und Sitztheorie, ZH
R 176

（2012

）, S. 425 f.

（
32
）　Bartels, ebd., S. 426-428.

（
33
）　Bartels, ebd., S. 431 f.

（
34
）　

二
〇
〇
八
年
に
お
け
る
ド
イ
ツ
有
限
会
社
法
の
改
正
法
の
翻
訳
と
し
て
、
早
川
勝
「（
試
訳
）
有
限
会
社
法
の
現
代
化
と
濫
用
を
な
く
す
た
め

の
法
律
（M

oM
iG

）（BGB1. IS. 2026

）（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
三
日
）
に
よ
る
改
正
有
限
会
社
法
」
同
志
社
法
學
第
六
一
巻
五
号
（
二
〇
〇

九
）
一
六
〇
七
―
一
六
四
二
頁
参
照
。
事
業
者
会
社
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
丸
山
秀
平
『
ド
イ
ツ
有
限
責
任
事
業
会
社
（
Ｕ
Ｇ
）』（
中
央
大
学
出



三
四
六

版
部
、
二
〇
一
五
）
参
照
。

　
　
　

二
〇
〇
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
ユ
ー
ロ
会
社
の
導
入
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
最
低
資
本
金
を
廃
止
す

る
傾
向
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
会
社
の
法
形
態
の
競
争
（Rechtsform

enw
ettbew

erb

）」
で
あ
り
、
最
低
資
本
金
制
度

を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
国
の
会
社
法
形
態
を
選
択
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
動
き
で
あ
る
。
特
に
欧
州
司
法
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
（
セ
ン

ト
ロ
ス
判
決
、
ユ
ー
バ
ー
ゼ
ー
リ
ン
グ
判
決
等
）
に
よ
り
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
設
立
地
と
し
、「
定
款
上
の
本
店
」「
経
営
管
理
の
中
心
」「
主
た
る

事
業
所
」
の
い
ず
れ
か
を
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
有
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
お
い
て
子
会
社
、
支
店
の
設
置
を
通
じ
、
ま
た
本
拠
の
移
転
を

通
じ
、
事
業
を
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
と
ド
イ
ツ
も
無
関
係
で

は
な
く
、
二
〇
〇
八
年
の
有
限
会
社
法
の
改
正
に
お
い
て
、
事
業
者
会
社
が
導
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
も
、
有
限
会
社
法

の
改
正
過
程
に
お
い
て
、
外
国
法
上
の
会
社
形
態
に
対
抗
す
る
こ
と
が
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
意
識
さ
れ
た
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
成
立
し
た
事
業
者
会
社
は
、
通
常
の
有
限
会
社
が
最
低
資
本
金
を
二
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
す
る
の
に
対
し
（
有

限
会
社
法
第
五
条
一
項
）、
最
低
資
本
金
を
一
ユ
ー
ロ
と
す
る
（
同
法
第
五
a
条
一
項
）。
改
正
の
草
案
段
階
に
お
い
て
は
、
有
限
会
社
の
最
低
資

本
金
額
を
引
き
下
げ
る
、
あ
る
い
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
も
主
張
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
事
業
者
会
社
と
い
う
法
形
態
が
創
設
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
事
業
者
会
社
は
、
有
限
会
社
の
最
低
資
本
金
額
で
あ
る
二
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
資
本
金
が
達
す
る
ま
で
は
、
毎
年
、
繰
越
欠
損
金

と
相
殺
後
の
利
益
の
最
低
四
分
の
一
を
法
定
資
本
準
備
金
に
繰
り
入
れ
る
べ
き
と
さ
れ
、
資
本
金
が
二
五
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
達
し
た
場
合
に
通

常
の
有
限
会
社
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
35
）　

嶋
拓
哉
「
国
際
私
法
判
例
研
究　

準
拠
法
の
不
変
更
主
義
と
時
際
法
、
親
子
関
係
の
成
立
・
相
続
・
不
当
利
得
の
準
拠
法
等
」
北
大
法
学
論
集

第
六
二
巻
六
号
（
二
〇
一
二
）
二
四
七
頁
以
下
参
照
。
同
論
文
は
、
中
華
民
国
法
か
ら
中
華
人
民
共
和
国
法
へ
の
変
更
は
国
際
私
法
の
規
律
対
象

で
は
な
く
、
実
質
法
上
の
時
際
法
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
判
旨
に
賛
成
す
る
。
な
お
、
国
家
体
制
の
変
動
に
よ
る
適
用
法

規
の
変
更
が
問
題
と
な
っ
た
そ
の
他
の
事
例
と
し
て
、
大
阪
地
裁
昭
和
三
七
年
一
月
二
二
日
判
決
（
韓
国
の
日
本
か
ら
の
独
立
に
よ
り
日
本
国
籍

か
ら
韓
国
国
籍
へ
の
国
籍
変
更
が
生
じ
た
夫
婦
の
離
婚
準
拠
法
が
争
わ
れ
た
事
案
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
論
文
参
照
。

（
36
）　Bartels

は
、
以
下
の
よ
う
に
、
業
務
執
行
権
に
つ
い
て
は
従
前
の
本
拠
地
の
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。「
修
正
さ
れ
た
本
拠
地

法
主
義
に
依
拠
す
れ
ば
、
意
思
決
定
（W

illensbildung

）（
業
務
執
行
（Geschäftsführung

））
の
問
題
を
苦
労
し
て
処
理
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

法
人
の
構
成
員
の
多
く
が
設
立
に
は
関
与
し
た
も
の
の
、
本
拠
を
移
転
す
る
ま
で
い
か
な
る
業
務
の
執
行
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い
た
場
合
、
準
拠



Brexit

に
伴
う
イ
ギ
リ
ス
擬
似
外
国
会
社
の
従
属
法
の
変
更
（
寺
井
）

三
四
七

法
の
変
更
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
構
成
員
は
合
名
会
社
の
社
員
と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
商
法
第
一
一
四
条
一
項
に
よ
り
、

突
然
す
べ
て
の
構
成
員
に
業
務
執
行
権
が
後
天
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
旧
法
に
よ
り
役
員
あ
る
い
は
業
務
執
行
者
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
た
者
が
構
成
員
で
な
い
場
合
、
商
法
第
一
一
四
条
二
項
を
適
切
に
適
用
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
者
に
業
務
執
行
を
委
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
稿
が
支
持
す
る
考
え
に
依
拠
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
摩
擦
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
業
務
執
行
権
は
『
従
前
の
』
業
務
執
行
機
関
に
の
み
専

ら
留
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
業
務
執
行
権
が
旧
法
上
の
業
務
執
行
機
関
に
専
ら
帰
属
す
る
こ
と
は
、
当
該
会
社
の
土
地
管
轄
を
有
す
る
登
記
簿

に
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（Bartels, a.a.O

.

（A
nm

. 31

）, S. 430.

）
ド
イ
ツ
商
法
第
一
一
四
条
は
合
名
会
社
の
業
務
執
行
に
関
す
る

規
定
で
あ
り
、
同
条
一
項
に
よ
り
、
す
べ
て
の
社
員
に
業
務
執
行
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
同
条
二
項
は
、
定
款
に
よ
り
業
務
執
行
を

特
定
の
社
員
に
限
定
し
て
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
。Bartels

は
、
有
限
責
任
の
外
国
会
社
に
ド
イ
ツ
商
法
第
一
一
四
条
一
項
を

適
用
す
れ
ば
す
べ
て
の
社
員
に
業
務
執
行
権
が
付
与
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
旧
法
（
設
立
準
拠
法
）
上
の
業
務
執
行
権
者
が
社
員
で
な
い
場
合
、

同
条
第
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
も
そ
れ
ら
の
者
に
業
務
執
行
権
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
以
上
を
根
拠
と
し
て
、
新
法
た
る
ド
イ
ツ

法
の
適
用
に
反
対
す
る
。

（
37
）　

民
法
施
行
法
第
一
二
条
は
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
一
三
条
を
国
内
法
化
し
た
規
定
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
一
三
条
を
会
社
の
権
利
能
力
、
会

社
の
機
関
の
代
表
権
の
効
力
の
問
題
に
援
用
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
通
説
は
否
定
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第

一
条
ｆ
号
は
、
設
立
、
権
利
能
力
、
内
部
関
係
等
の
会
社
の
従
属
法
に
関
す
る
問
題
を
同
規
則
の
適
用
対
象
外
と
し
、
ま
た
ｇ
号
は
、
機
関
の
代

表
権
を
同
規
則
の
適
用
対
象
外
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。（Spellenberg, in : 

 M
ünchener K

om
m
entar zum

 Bürgerlichen Gesetzbuch, 
Bd 10, 6. A

ufl .

（2015

）, A
rt. 13 RO

M
 I-V

O
, Rn. 52 f.

）
も
っ
と
も
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
、
契
約
締
結
地
法
上
の

取
引
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
の
立
場
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
連
邦
通
常
裁
判
所
一

九
九
八
年
四
月
二
三
日
判
決
（N

JW
 1998, 2452

）
に
お
い
て
は
、
民
法
施
行
法
第
一
二
条
の
会
社
へ
の
類
推
適
用
の
可
否
が
一
つ
の
争
点
と
な

り
え
た
が
、
相
手
方
の
善
意
無
過
失
が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
す
る
必
要
は
な
い
と
判
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

（Spellenberg, ebd., EGBGB A
rt. 12, Rn. 35 f.

）

（
青
森
中
央
学
院
大
学
経
営
法
学
部
専
任
講
師
）


